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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２７年３月９日（月）午前９時５９分　開会

　　　　　　　　　　　　午後４時３８分　散会　　

１．場所

第二委員会室

１．出席委員
委 員 長 藤浦雅彦  副委員長 弘　　豊  委　　員 木村勝彦
委　　員 森西　正  委　　員 野原　修  

１．欠席委員
なし


１．説明のため出席した者
市　長　森山一正
都市整備部長　吉田和生 同部次長　土井正治
同部参事兼公園みどり課長　新留清志　　建築課長　林　弘一　　　　　
都市計画課長　江草敏浩　　同課参事　嘉戸善胤　　同課参事　秋庭伸正　　　　　
公園みどり課長代理　竹下博和
土木下水道部長　山口　繁　　同部次長事兼下水道業務課長　石川裕司
同部参事兼道路管理課長　山本博毅　　　
道路交通課長　永田　享　　下水道事業課長　樫本宏充
水道部長　渡辺勝彦　　

１．出席した議会事務局職員
事務局次長　川本勝也　　　同局主査　田村信也

１．審査案件（審査順）
議案第　１号　平成２７年度摂津市一般会計予算所管分
議案第　９号　平成２６年度摂津市一般会計補正予算（第５号）所管分
議案第　５号　平成２７年度摂津市公共下水道事業特別会計予算
議案第１２号　平成２６年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）
議案第　２号　平成２７年度摂津市水道事業会計予算
議案第１０号　平成２５年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号）
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（午前９時５９分　開会）

○藤浦雅彦委員長　それでは、ただいま

から、建設常任委員会を開会します。

　理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は、建設常任委員会をお持ちいた

だきまして大変ありがとうございます。

　本日は、過日の本会議で本委員会に付

託されました案件、計６件についてご審

査を賜ります。何とぞ慎重審査の上ご可

決いただきますよう、よろしくお願いい

たします。

　一旦、退席させていただきます。

○藤浦雅彦委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、野原委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦雅彦委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時　　　休憩）

（午前１０時１分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。補足説明を求めま

す。

　山口土木下水道部長。

○山口土木下水道部長　おはようござい

ます。

　それでは、議案第１号、平成２７年度

摂津市一般会計予算のうち、土木下水道

部にかかわります部分につきまして、目

を追って、その主なものについて補足説

明をいさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジをお開き願います。

　款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目４農林水産業使用料では、節１水路使

用料は、大阪ガス株式会社などの法定外

水路占用料でございます。

　目５土木使用料では、節１道路使用料

は関西電力株式会社などの道路占用料で

ございます。

　節４駐車場使用料は、自動車及び自転

車駐車場の使用料と駐車場用地使用料で

ございます。

　３２ページ、項２手数料、目１総務手

数料では、節１総務手数料のうち、下か

ら２行目の諸証明の手数料は道路幅員証

明手数料でございます。

　目２衛生手数料では、節５し尿処理手

数料は、し尿処理及び浄化槽汚泥の処分

に係る手数料並びに浄化槽清掃業及び一

般廃棄物収集運搬業の許可申請手数料で

ございます。

　目３農林水産業手数料では、節２明示

手数料は水路敷地境界明示手数料でござ

います。

　３４ページ、目４土木手数料では、節

１明示手数料のうち、上から１行目の道

路敷地境界等明示手数料と、３行目の自

転車・自動車駐車場明示手数料でござい

ます。

　３８ページ、款１４国庫支出金、項２

国庫補助金、目４土木費国庫補助金では、

節１地籍調査費補助金は都市再生地籍調

査委託補助金。

　節２道路橋りょう費補助金は橋りょう

耐震補強、道路舗装、橋りょう修繕及び

橋りょう点検に係る社会資本整備総合交

付金でございます。

　４６ページ、款１５府支出金、項２府

補助金、目３衛生費府補助金では、節２

権限移譲交付金のうち、上から２行目、

下水道業務課分は浄化槽の設置に関する

届出受理などの事務の権限移譲に伴いま
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す交付金でございます。

　目６土木費府補助金では、節２地籍調

査費補助金は、都市再生地籍調査委託補

助金でございます。

　４８ページ、項３委託金、目２土木費

委託金、節１土木管理費委託金では、河

川環境整備工事委託金及び自転車等移動

保管業務委託金でございます。

　款１６財産収入、項１財産運用収入、

目１財産貸付収入では、節１土地建物貸

付収入のうち、上から２行目、道路交通

課分は摂津交通安全自動車協会への土地

貸付収入でございます。

　５６ページ、款１９諸収入、項４、目

２雑入では、節１雑収入のうち、下から

９行目の道路管理課分から１行目の下水

道事業課分にかけて、電力売却収入、有

線音楽放送施設に係る道路及び水路の占

用料相当額支払金、自転車等移動保管料、

自転車等鉄屑処分金、放置自転車対策協

力金でございます。

　続きまして、歳出についてご説明申し

上げます。

　１２６ページをお開き願います。

　款４衛生費、項２清掃費、目１清掃総

務費では、節９旅費は、し尿処理事務な

どに係る普通旅費でございます。

　１２８ページ、目３し尿処理費では、

その主なものとしまして、節１１需用費

は、し尿収集に係る消耗品費、修繕料な

どでございます。

　節１３委託料は、し尿収集運搬に係る

委託料などでございます。

　節１９負担金、補助及び交付金は、し

尿及び浄化槽汚泥の処理負担金でござい

ます。

　１３０ページ、節２２補償、補填及び

賠償金は、し尿汲み取り世帯数の減少に

伴うし尿収集業者への補償金でございま

す。

　１３４ページ、款５農林水産業費、項

１農業費、目４農業水路費では、農業水

路の維持管理に係る経費で、その主なも

のとしまして、節８報償費は、地元農業

関係者による水路の樋守及びゲートの管

理にかかる報償金でございます。

　節１１需用費は、農業用施設の光熱水

費及び修繕料などでございます。

　節１３委託料は、河原樋ポンプ場ほか

１件の管理業務委託料でございます。

　節１５工事請負費は、農業水路に係る

用水側溝改良工事費でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金は、神

安土地改良区負担金及び河原樋ポンプ改

修工事負担金などでございます。

　１３８ページ、款７土木費、項１土木

管理費、目１土木総務費では、その主な

ものとしまして、節１３委託料は、道路

施設の維持管理にかかわる土木維持作業

業務委託料などでございます。

　１４０ページ、節２８繰出金は、公共

下水道事業特別会計への繰出金でござい

ます。

　目２交通対策費では、その主なものと

しまして、節１１需用費は、交通安全啓

発事業費及び道路反射鏡定期修繕事業費

などでございます。

　節１３委託料は、駐車場管理委託料、

放置自転車等移動委託料、放置自転車等

対策指導委託料、公共施設巡回バス運行

管理業務委託料などでございます。

　節１５工事請負費は、道路反射鏡設置

工事と交差点改良工事などでございます。

　節１９負担金、補助及び交付金では、

市内循環バス運行補助金などでございま

す。

　続いて、１４２ページ、項２道路橋りょ

う費、目１道路橋りょう総務費では、そ

の主なものとしまして、節１３委託料は、

千里丘駅前広場管理委託料、モノレール
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駅前広場管理委託料、摂津市駅駅前広場

管理委託料及び都市再生地籍調査業務委

託料などでございます。

　目２道路維持費では、その主なものと

しまして、節１１需用費は、道路管理に

係る維持管理経費などでございます。

　節１３委託料では、その主なものとし

まして、市内環境維持業務委託料、橋梁

点検業務委託料及び橋梁修繕実施設計委

託料などでございます。

　節１５工事請負費は、道路維持工事の

事業費でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金は、建

築基準法に基づいて中心後退部分に発生

する狭隘道路の拡幅整備の助成金でござ

います。

　目３道路新設改良費では、節１５工事

請負費は、道路の新設改良工事費でござ

います。

　目４交通安全対策費では、その主なも

のとしまして、節１３委託料では、自転

車歩行者道路整備事業によります設計委

託料でございます。

　節１５工事請負費では、交通バリアフ

リー整備事業としての歩道段差切り下げ

工事などの交通安全対策工事の事業費で

ございます。

　１４４ページ、項３水路費、目１排水

路費では、その主なものとしまして、節

１１需用費は、排水路施設の光熱水費と

修繕料などでございます。

　節１３委託料は、排水路やポンプ場な

どの維持管理にかかる委託料などでござ

います。

　節１５工事請負費は、排水路に係る雑

工事でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金では、

番田水門に伴う内水対策事業の建設負担

金、府営まちづくり整備事業として大阪

府が実施した番田水路の樋門改修などの

事業償還金負担金及び安威川左岸ポンプ

場維持管理負担金でございます。

　１５８ページ、款８、項１消防費、目

３水防費では、その主なものとしまして、

節１６原材料費では、水防資材の購入費

でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金では、

その主なものとしまして、淀川右岸水防

事務組合に対する負担金及び安威川ダム

建設にかかる安威川ダム水源地域対策特

別措置法第１２条に基づく負担金などで

ございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第９号、平成２６年

度摂津市一般会計補正予算（第５号）の

うち、土木下水道部にかかわります部分

につきまして、目を追って、主なものに

ついて補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、１４ペー

ジをお開き願います。

　款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目５土木使用料では、節４駐車場使用料

は、年度末見込みにより減額となるもの

でございます。

　１６ページ、款１４国庫支出金、項２

国庫補助金、目４土木費国庫補助金では、

その主なものとしまして、節１地籍調査

費補助金は、都市再生地籍調査業務委託

金が確定したことにより減額となるもの

でございます。

　節２道路橋りょう費補助金は、橋りょ

う耐震補強、橋りょう修繕設計、道路舗

装に係る社会資本整備総合交付金の確定

により補助金が減額となるものでござい

ます。

　２０ページ、款１５府支出金、項２府

補助金、目６土木費府補助金では、節２

地籍調査費補助金は、都市再生地籍調査

委託金が確定したことにより減額となる
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ものでございます。

　項３委託金、目２土木費委託金では、

節１土木管理費委託金は、河川環境整備

工事委託金が確定したことによる増額及

び鶴野橋外ポンプ管理委託金が確定した

ことによる減額、合わせて減額となるも

のでございます。

　続きまして、歳出につきましてご説明

申し上げます。

　５０ページをお開き願います。

　款５農林水産業費、項１農業費、目４

農業水路費では、節１１需用費は、光熱

水費の年度末見込みにより減額となるも

のでございます。

　５２ページ、款７土木費、項１土木管

理費、目１土木総務費では、その主なも

のとしまして、節２８繰出金は、公共下

水道事業特別会計繰出金が年度末見込み

より減額となるものでございます。

　５４ページ、目２交通対策費では、そ

の主なものとしまして、節１１需用費で、

消耗品費などの年度末見込みにより減額

となるものでございます。

　節１３委託料は、駐車場管理委託料の

年度末見込み、また放置自転車等移動委

託料が確定したことにより減額となるも

のでございます。

　節１５工事請負費は、交通安全対策工

事の年度末見込みにより減額となるもの

でございます。

　項２道路橋りょう費、目１道路橋りょ

う総務費では、その主なものとしまして、

節１３委託料は、摂津市駅駅前広場管理

委託料、測量委託料などが確定により減

額となるものでございます。

　目２道路維持費では、その主なものと

しまして、節１３委託料は、橋梁点検業

務委託料などの年度末見込みにより減額

となるものでございます。

　節１５工事請負費は、道路維持工事の

年度末見込みにより減額となるものでご

ざいます。

　節１９負担金、補助及び交付金は、狭

隘道路整備助成金の助成が年度末見込み

により減額となるものでございます。

　５６ページ、目３道路新設改良費では、

節１５工事請負費は、道路新設改良工事

費の年度末見込みにより減額となるもの

でございます。

　目４交通安全対策費では、その主なも

のとしまして、節１５工事請負費は、交

通安全対策工事の年度末見込みにより減

額となるものでございます。

　項３水路費、目１排水路費では、その

主なものとしまして、節１１需用費は、

光熱水費の年度末見込みにより減額とな

るものでございます。

　節１３委託料は、ポンプ場設備保守点

検委託料などが確定したことにより減額

となるものでございます。

　節１５工事請負費は、排水路改修工事

ほかの工事費が確定したことにより減額

となるものでございます。

　６０ページ、款８、項１消防費、目３

水防費では、節１９負担金、補助及び交

付金は、淀川右岸水防事務組合負担金が

確定したことにより減額となるものでご

ざいます。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたし

ます。

○藤浦雅彦委員長　続いて、吉田都市整

備部長。

○吉田都市整備部長　おはようございま

す。

　それでは、議案第１号、平成２７年度

摂津市一般会計予算のうち、都市整備部

にかかわる部分につきまして、目を追っ

て、その主なものについて補足説明をさ

せていただきます。
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　まず、歳入でございますが、予算書の

３０ページをお開き願います。

　款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目５土木使用料、節３公園使用料は、関

西電力株式会社の電柱などの公園の占用

料でございます。

　次に、３４ページをお開き願います。

　項２手数料、目４土木手数料、節１明

示手数料のうち、都市計画道路敷地境界

明示手数料及び公園明示手数料でござい

ます。

　節２都市計画手数料は、用途地域証明

など、諸証明手数料でございます。

　節３開発申請等手数料は、都市計画法

第２９条の規定による開発行為の許可に

関する事務にかかわる開発許可等手数料、

開発不要証明手数料及び開発登録簿写発

行手数料でございます。

　次に、３８ページをお開き願います。

款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目

４土木費国庫補助金、節３都市計画費補

助金は、２段目の新在家鳥飼上線道路整

備費に係る社会資本整備総合交付金と耐

震診断補助金、耐震改修補助金及び耐震

化計画策定補助金でございます。

　次に、４６ページをお願い申し上げま

す。

　款１５府支出金、項２府補助金、目６

土木費府補助金、節１都市計画費補助金

は、その内訳といたしまして、耐震診断

補助金、耐震改修補助金、府自然環境保

全条例事務取扱交付金及び府特定設備等

安全確保条例交付金でございます。

　節３権限移譲交付金は、大阪版地方分

権推進制度実施要領に基づく移譲事務交

付金でございます。

　次に、４８ページをお願い申し上げま

す。

　項３委託金、目２土木費委託金、節２

都市計画費委託金のうち、建築基準法施

行事務取扱委託金、都市計画法施行事務

取扱委託金、都市計画基礎調査委託金及

び大阪府福祉のまちづくり条例委任事務

委託金でございます。

　次に、５２ページをお願い申し上げま

す。

　款１８繰入金、項２基金繰入金、目５

緑化基金繰入金、節１緑化基金繰入金は、

緑化推進事業への緑化基金繰入金でござ

います。

　次に、５６ページをお願い申し上げま

す。

　款１９諸収入、項４雑入、目２雑入、

節１雑収入は、下から１３行目からにな

りますが、都市計画課の都市計画図売却

収入及び鉄道運輸機構負担金と建築課の

建築確認申請者負担金でございます。

　次に、歳出でございますが、予算書の

１４６ページをお開き願います。

　また、あわせて予算概要の８６ページ

から８８ページにかけて、ご参照をあわ

せてお願いを申し上げます。

　款７土木費、項４都市計画費、目１都

市計画総務費では、節１報酬は、緑化推

進嘱託員報酬及び都市計画審議会委員報

酬でございます。

　節７賃金は、緑化推進員賃金、建築指

導嘱託員賃金及び都市計画業務補助嘱託

員賃金でございます。

　節９旅費、節１１需用費は、事務執行

にかかわります経費でございます。

　節１３委託料は、ＧＩＳシステム保守

管理委託料、工事積算システム構築委託

料、地形図修正図化委託料、ＰＣＢ廃棄

処分委託料、耐震改修促進計画更新委託

料及び摂津市開発許可・確認経由管理Ｇ

ＩＳシステム構築委託料でございます。

　関連いたしまして、予算書８ページ、

第２表の債務負担行為をご参照願います。

８ページでございます。
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　先ほど申し上げました委託料のうち、

上から５段目の開発許可・確認経由管理

システム構築事業及び６段目の住宅・建

築物耐震促進計画更新事業は２か年にま

たがる委託となりますことから、平成２

８年度にそれぞれ債務負担行為を設定さ

せていただくものでございます。

　引き続きまして、予算書の１４６ペー

ジにお戻り願います。

　節１４使用料及び賃借料は、電子複写

機レンタル料及びＧＩＳシステム借上料

でございます。

　節１８備品購入費は、工事積算システ

ムのパソコンなどの購入にかかる庁用器

具費でございます。

　次に、予算書１４６ページから１４８

ページにかけまして、節１９負担金、補

助及び交付金は、摂津市既存民間建築物

耐震診断補助金、耐震改修補助金及び大

阪府都市計画協会負担金ほか８件の負担

金でございます。

　節２７公課費は、公用車両の車検に伴

う自動車重量税でございます。

　次に、予算書１４８ページとあわせて

予算概要９０ページをご参照願います。

　目２街路事業費では、節１報酬、節８

報償費は都市景観事業に伴います都市景

観まちづくり審議会委員報酬及び都市景

観アドバイザー委員会の報償金でござい

ます。

　節９旅費、節１１需用費は、都市景観

事業及び新在家鳥飼上線道路整備事業に

かかる事務執行経費でございます。

　節１２役務費は、手数料１７４万円の

うち、新在家鳥飼上線道路整備事業の用

地買収に伴います不動産鑑定評価などに

かかる手数料が７４万円と保険料１万円

のうち、都市景観事業の市民協働に伴い

ます保険料６，０００円でございます。

　節１３委託料は、調査設計等委託料５

５０万円のうち、新在家鳥飼上線道路整

備事業に伴います設計委託料の５０万円

と、同じく新在家鳥飼上線道路整備事業

の用地買収に伴います物件補償算定等委

託料でございます。

　次に、節１５工事請負費のうち、新在

家鳥飼上線整備事業にかかわります道路

改良工事でございます。

　節１７公有財産購入費は、新在家鳥飼

上線道路整備事業の用地買収に伴います

用地購入費でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金のうち、

都市景観形成活動助成金は、都市景観事

業における都市景観形成、市民団体に対

する助成金でございます。

　節２２補償、補填及び賠償金は、物件

移転等補償費２，０００万円のうち、新

在家鳥飼上線道路整備事業の用地買収に

伴います物件移転補償費が１，５００万

円でございます。

　次に、予算書１４８ページから１５０

ページにかけて、また予算概要につきま

しては９０ページから９２ページにかけ

てご参照願います。

　目３緑化推進費では、その主なものと

いたしまして、節１６原材料費は、花いっ

ぱい活動に対する助成をはじめ、市内花

壇などの育苗用の肥料、土、樹木などの

購入費でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金は、摂

津市緑化推進連絡会の補助金でございま

す。

　続きまして、目４公園管理費では、そ

の主なものといたしまして、節１１需用

費は、都市公園などの光熱水費及び修繕

料などでございます。

　節１３委託料は、都市公園など、施設

の機能維持を図るための公園管理委託料、

公園等砂場消毒清掃委託料、公園遊具点

検業務委託料、公園台帳作成委託料及び
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公園等日常点検業務委託料でございます。

　節１６原材料費は、都市公園などの維

持管理に係る砂場の砂、板材などの保守

用材料費でございます。

　節１９負担金、補助及び交付金は、ち

びっこ広場を管理していただいておりま

す団体に対する管理補助金でございます。

　節２７公課費は、公用車両の車検に伴

う自動車重量税でございます。

　以上、平成２７年度一般会計予算の内

容に関する補足説明とさせていただきま

す。

　それでは、引き続きまして、議案第９

号、平成２６年度摂津市一般会計補正予

算（第５号）のうち、都市整備部にかか

わる部分につきまして、目を追って、そ

の主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、１４ペー

ジをお開き願います。

　款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目５土木使用料、節３公園使用料は、公

園の占用件数が増加したことにより増額

となるものでございます。

　次に、１４ページから１６ページにか

けまして、項２手数料、目４土木手数料、

節３開発申請等手数料は、開発許可件数

が増加したことによります増額となった

ものでございます。

　次に、１８ページをお開き願います。

　款１４国庫支出金、項２国庫補助金、

目４土木費国庫補助金、節３都市計画費

補助金のうち、新在家鳥飼上線土地購入

費に係る社会資本整備総合交付金は、沿

道地権者との協議の結果、土地購入件数

の減少によります減額をするものであり

ます。

　耐震診断補助金及び耐震改修補助金は、

当初の見込みより申請件数が少なかった

ことにより減額いたすものでございます。

　次に、２０ページをお開き願います。

　款１５府支出金、項２府補助金、目６

土木費府補助金、節１都市計画費補助金

は、耐震診断補助金及び耐震改修補助金

の申請件数の増減により精査いたしたも

のでございます。

　次に、２２ページをお開き願います。

　款１７、項１、目１寄附金、節１寄附

金のうち、緑化基金寄附金で１件の寄附

をいただいたものでございます。

　次に、２４ページをお願い申し上げま

す。

　款１９諸収入、項４雑入、目２雑入、

節１雑収入のうち、下から９行目からに

なりますが、都市計画図売却収入は当初

見込みより少なかったことにより減額す

るものであります。

　鉄道運輸機構負担金は橋上通路につい

てＪＲ西日本との管理に関する協議が整

わなかったことによります減額となるも

のでございます。

　次に、歳出でございますが、５６ペー

ジをお開き願います。

　款７土木費、項４都市計画費、目１都

市計画総務費では、節８報償費は、都市

計画マスタープラン見直しの事務執行に

かかる経費が確定したことにより減額い

たすものでございます。

　節１３委託料は、ＰＣＢ廃棄処分の事

務執行にかかる経費が確定したことによ

り減額いたすものでございます。

　節１４使用料及び賃借料は、ＧＩＳシ

ステム借上料の執行差金により減額いた

すものでございます。

　節１９負担金、補助及び交付金のうち、

摂津市既存民間建築物耐震診断補助金及

び耐震改修補助金は、当初見込みより申

請件数が少なかったことにより減額いた

すものであり、ＪＲ千里丘駅橋上通路整

備負担金は先ほどの雑収入の際にもご説
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明申し上げましたが、橋上通路の管理に

関する協議が整わず、減額いたすもので

ございます。

　節２５積立金、寄附金を緑化基金へ積

み立てるものでございます。

　次に、５８ページをお開き願います。

　目２街路事業費では、節８報償費５３

万円のうち、１６万５，０００円は都市

景観事業における事務執行にかかる経費

が確定したことにより減額いたすもので

ございます。

　節１１需用費は、新在家鳥飼上線道路

整備事業における土地購入数の減少に伴

います修繕料を減額いたすものでござい

ます。

　節１７公有財産購入費２，５１９万１，

０００円のうち、２，３３１万７，００

０円は新在家鳥飼上線道路整備事業にお

ける土地購入数の減少により減額いたす

ものでございます。

　節１９負担金、補助及び交付金は、都

市景観形成活動助成金につきましては、

本年度の申請件数の確定により減額いた

すものでございます。

　節２２補償、補填及び賠償金は２，０

４９万３，０００円のうち、１，９８０

万４，０００円は、新在家鳥飼上線道路

整備事業における土地購入数の減少に伴

い減額いたすものでございます。

　次に、目３緑化推進費では、節１１需

用費は、鶴野苗圃の暖房をエアコンなど

で対応いたしましたので、未執行となっ

たものでございます。

　節１８備品購入費は、図書購入の執行

差金により減額いたすものでございます。

　次に、目４公園管理費では、節１３委

託料は、公園管理委託料、公園等砂場消

毒清掃委託料、公園遊具点検業務委託料

及び公園台長作成委託料は、執行差金に

より減額いたすものでございます。

　節１４使用料及び賃借料は、トイレレ

ンタル料の執行差金により減額いたすも

のでございます。

　続きまして、７ページをお開き願いま

す。

　第２表、繰越明許費につきましてご説

明申し上げます。

　４段目の款７土木費、項４都市計画費、

新在家鳥飼上線道路整備事業は物件補償

算定業務において、権利者との協議、調

整に時間を要し年度内の完了が困難となっ

たため、平成２７年度に明許繰越をさせ

ていただくものでございます。

　以上、平成２６年度一般会計補正予算

の内容に関する補足説明とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

○藤浦雅彦委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。質疑のある方は挙手でお願

いいたします。

　森西委員。

○森西正委員　おはようございます。

　建設常任委員会で予算を審査させてい

ただくのは初めてですので、まだまだ勉

強不足の点がありますので、細かくなる

かもわかりませんけれどもお聞きしたい

というふうに思います。

　まず、補正予算のほうからいかせてい

ただきます。第５号ですけれども、１５

ページですね。自動車駐車場使用料と自

転車駐車場使用料、これが確定をしたか

ら減額であるというふうなことでありま

すけれども、当初予算から減額になって

いるということでの確定とは聞いてます

けれども、その原因はどのようなことが

考えられるのかお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。

　続いて、２５ページですけれども、先

ほどご説明がありました都市計画課の鉄

道運輸機構負担金、この点はＪＲ西日本
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と協議が整わなかったということで１，

０００万円マイナスになっております。

その点で現在までどういうふうな話があっ

て協議をされて、現在はどういうふうに

なっているのか、また今後どういうふう

な話になっているのかお聞かせいただき

たいというふうに思います。

　続いて、５９ページですけれども、土

地購入費の減ですけれども、これは新在

家鳥飼上線の土地購入数が減となったと

いうことでありますけれども、当初見込

んでおられて減になったということであ

りますから、今のその点は減になって、

これは最終的に全ての土地購入者から土

地を購入するということになりますけれ

ども、その点の進捗状況をお聞かせいた

だきたいというふうに思います。

　続いて、平成２７年度のほうにいかせ

ていただきたいというふうに思います。

　歳入については、予算書のページで示

させていただきたいと思います。

　まず、３１ページですけれども、これ

は補正でもありましたが、自動車駐車場

使用料２，７５１万９，０００円、自転

車駐車場使用料の９，３７８万６，００

０円ですかね、これらの先ほどの補正を

含めてこの内訳を教えていただきたいん

です。どこがどの程度の金額の使用料収

入があるのか教えていただきたいと思い

ます。

　続いて、３３ページですけれども、し

尿処理手数料、浄化槽清掃業の許可申請

手数用２３万円ですけれども、これは平

成２６年ではなしだったというふうに思

いますけれども、これがふえているとい

うふうなことを教えていただきたいと思

います。

　その下、一般廃棄物収集運搬業の許可

申請手数料、これも２６年度はゼロであ

りました。これが２７年度は２３万円と

出ております。この点、新しく出ている

のを教えていただきたいというふうに思

います。

　３９ページの都市再生地籍調査、官民

先行型の委託補助金ですけれども、この

中身について具体的に教えていただきた

いというふうに思います。

　その下ですけれども、都市計画費の補

助金ですね。社会資本整備総合交付金、

新在家鳥飼上線の道路整備費ですけれど

も、先ほども補正のほうでも聞かせてい

ただきましたが、平成２６年ではここの

ところが新在家鳥飼上線の土地購入費と

いうふうなことで社会資本整備総合交付

金ということでなっておりましたが、２

７年度では新在家鳥飼上線道路整備費と

いうふうなことでの括弧の中で名前が変

わっております。それは、変わりが変化

はあるのか、変わりがないのか、ただそ

の括弧の中だけ名称を変えたのか教えて

いただきたいというふうに思います。

　続いて、その下、耐震改修補助金です

けれども、１９０万円とその下に９０万

円、これは同じく耐震改修の補助金となっ

ています。ただ、１９０万円のほうは３

８０万円掛ける２分の１で、９０万円の

ほうは３０万円掛ける２分の１掛ける６

というふうなことでの計算方法が違って

います。その違いを教えていただきたい

というふうに思います。

　続いて、４７ページですけれども、土

木費の府の補助金ですね。これも耐震改

修、これは大阪府ですから４分の１になっ

ています。国のほうの補助金と合わせて

教えていただきたいというふうに思いま

す。

　その下ですけれども、府自然環境保全

条例事務取扱交付金３２万６，０００円

ですかね、この中身と、これは４，６４

６円掛ける７０時間プラス３０円掛ける

－10－



２０件というふうな算出方法になってま

す。これは平成２６年では定額の４３万

円というふうな形での算出方法ですけれ

ども、その違いについて教えていただき

たいと思います。

　その下ですけれども、府特定設備等安

全確保条例交付金１万５，０００円です

ね。１万５，０００円掛ける１件となっ

ていますけれども、この中身について具

体的に教えていただきたいというふうに

思います。

　続いて、４９ページですけれども、土

木費の委託金ですね。都市計画費の委託

金の中で都市計画基礎調査委託金７万３，

０００円、これは定額となっています。

済みません、定額の中身を具体的に教え

ていただきたいというふうに思います。

　続いて、５７ページですけれども、補

正の中でも聞かせてもらいましたが、鉄

道運輸機構の負担金が１，０００万円で

すね。補正のほうでマイナスの１，００

０万円というふうに出ています。平成２

６年度は１，１５０万円の予算で、平成

２７年度は１，０００万円というふうな

減額の予算をとられていますけれども、

ＪＲ西日本との協議が整ってないという

ふうなことでありますけれども、補正と

あわせてその減額について教えていただ

きたいと思います。

　続いて、その下ですけれども、道路交

通課の自転車等移動保管料１２４万７，

０００円ですね。平成２６年が１４３万

円の予算で、これは減額になっています。

自転車等鉄屑処分金これは１２万１，０

００円ですけれども、平成２６年度は１

４万７，０００円ということで、平成２

７年度は減額になっています。放置自転

車対策協力金が１７２万３，０００円、

これは平成２６年度は９３万５，０００

円ですから、これは反対に増額になって

います。その点で減額になっている部分

と増額になっている部分があるというこ

とを説明いただきたいというふうに思い

ます。

　続いて、歳出にいきたいと思います。

　歳出は予算概要でページ数を示させて

いただきたいと思います。

　７０ページ、し尿収集事業ですけれど

も、し尿収集運搬委託料４，０７３万６，

０００円ですね。これは、平成２６年度

は４，１７５万４，０００円ということ

で減額の予算を組まれておられます。そ

の中で浄化槽汚泥処理負担金は４，０８

０万円ですけれども、平成２６年度は３，

５７０万円ということで、これは反対に

増で組まれておられます。この中身につ

いて教えていただきたいというふうに思

います。

　７４ページで、農業水路管理事務事業

の中で大阪府ため池総合整備推進協議会

負担金が２万円出ていますけれども、平

成２６年度は４万８，０００円です。こ

れは減額になっております。この減額に

なっている理由を教えていただきたいと

いうふうに思います。

　その下ですけれども、農業水路整備事

業、河原樋ポンプ改修工事負担金ですね。

これが平成２７年で１，９３８万５，０

００円ということでありますけれども、

これは平成２６年度から比べると増えて

るかなと思うんですけれども、その点を

教えていただきたいと思います。

　その下の明治水路安全柵設置工事負担

金１１４万５，０００円というふうなこ

とで出ておりますけれども、負担金が今

後どういうふうになっていくのか、同額

で推移していくのか、その点を教えてい

ただきたいというふうに思います。

　７８ページのほうをお願いします。

　道路管理課の土木維持作業事業ですけ
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れども、土木維持作業業務委託料５，４

５０万円、平成２６年度は５，０００万

円ということで増額になっております。

この増額の内容を教えていただきたいと

いうふうに思います。

　その下ですけれども、道路交通課のＯ

Ａ機器管理事業ということで庁用器具費

１８万１，０００円が出ています。平成

２６年度ではこれの予算がゼロでして、

平成２７年度には新しく出ております。

その点を教えていただきたいと思います。

　その下ですけれども、下水道業務課の

公共下水道事業特別会計繰出事業の繰出

金の件ですけれども、２１億４４２万５，

０００円というふうなことでありますけ

れども、この繰出金の出ている数字の算

出の根拠を教えていただきたいというふ

うに思いますので、お願いします。

　戻っていただいて、その上ですね、道

路交通課の一般事務事業で自転車・自動

車駐車場過誤納還付金、これは２０万円

出てます。平成２６年度ではこれはなかっ

たと思うんですけれども、平成２７年度

で２０万円予算化をされております。こ

の部分を教えていただきたいというふう

に思います。

　８０ページのほうで、市内循環バス運

行補助事業ですけれども１，２００万円、

平成２６年度が１，０００万円です。バ

ス路線が変更になりまして、バスの利用

者にどのように変化があったのか教えて

いただきたいというふうに思います。

　その下ですけれども、公共施設巡回バ

ス運行事業ですけれども、次のページに

またがって８２ページまで委託料が出て

おります、１，４５３万３，０００円で

すね。平成２６年度が１，２９１万３，

０００円ですから、これも増額になって

おります。その増額の中身について教え

ていただきたいというふうに思います。

　続いて、千里丘駅前広場管理事業２，

１３１万１，０００円ですけれども、平

成２６年度が１，７２９万６，０００円

です。これも増額になっております。こ

の増額の部分、中身が変わったのか、変

化があったのか教えていただきたいとい

うふうに思います。

　続いて、８４ページですけれども、狭

隘道路整備事業、これは１，０００万円

です。補正予算のほうでは、今回は５０

０万円の減額になっておりまして、１，

０００万円ということで現在どの程度の

助成をされている状況であって、今後の

見通しというのはどういうふうに考えて

おられるのか教えていただきたいという

ふうに思います。

　その下ですけれども、橋梁長寿命化修

繕事業ですけれども、橋梁点検業務の委

託料で１，０００万円出ております。平

成２６年度は５００万円ですから倍に増

額をされております。その点を教えてい

ただきたいと思いますし、橋梁修繕実施

設計委託料、これも８００万円です。平

成２６年度は４００万円でした。この点

も具体的に教えていただきたいと思いま

す。

　続いて、８６ページですけれども、排

水路ポンプ場管理事業ですけれども、修

繕費５，４７１万６，０００円です。平

成２６年度が３，５１５万６，０００円

ですから千八百、九百万円ほど増になっ

ております。その増について教えていた

だきたいと思います。

　ポンプ場設備保守点検委託料がこちら

は２２０万円で、平成２６年度は４００

万円からこれは反対に減になっておりま

す。その点を教えていただきたいという

ふうに思います。

　その下、ポンプ更新設計委託料８９８

万９，０００円。平成２６年度はゼロで
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した。その点、排水路ポンプ場管理事業

の中で、事業によって増減がある部分に

関して教えていただきたいというふうに

思います。

　その下、都市計画課の一般事務事業で

すけれども、ＰＣＢ廃棄処分委託料です

けれども１，３３６万７，０００円が出

ております。平成２６年度は６５０万円

ですから倍以上の増額になっております。

その点を教えていただきたいと思います。

　次のページですけど８８ページ、ＯＡ

機器管理事業ですけれども、この中で工

事積算システム構築委託料、これが１１

２万６，０００円出ております。平成２

６年度はゼロでした。具体的な中身を教

えていただきたいと思います。

　その下ですけれども、建築課の震災対

策推進事業です。耐震改修促進計画更新

委託料、これが２８０万円出ております。

平成２６年度はゼロでありました。その

点、教えていただきたいと思います。

　その下、開発指導・確認経由事務事業

ですけれども、その中で摂津市開発許可・

確認経由管理ＧＩＳシステム構築委託料

で１６０万円出ております。平成２６年

度はゼロでした。先ほど部長からもご説

明をいただきましたけれども、もう少し

詳しく教えていただけたらというふうに

思います。

　平成２６年度にはあった近畿ブロック

開発許可・宅地防災行政連絡協議会負担

金というのが平成２７年度は出ていませ

ん。平成２６年度では３万円ですけれど

も出ておりました。これがなくなってお

るという、負担金がなくなっているとい

うご説明をいただきたいというふうに思

います。

　９０ページで新在家鳥飼上線道路整備

事業ですけれども、物件補償算定等委託

料が１５０万円で、平成２６年度は３５

０万円でした。土地の購入費は１，７０

０万円、物件移転等補償費は１，５００

万円計上されております。先ほどの補正

予算も含めてご説明をいただきたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願い

します。

　続いて、公園みどり課の花壇等の維持

管理充実事業ですけれど、修繕料が９６

万９，０００円で、平成２６年度は１５

０万４，０００円ということで減額になっ

ております。緑化推進ということから、

この修繕費の減の理由を教えていただき

たいというふうに思います。

　続いて９２ページですけれども、公園

維持管理事業ですけれども、公園等日常

点検業務委託料が７７８万７，０００円

出ています。平成２６年度はゼロだった

というふうに思うんですけれども、その

点、どういうふうな中身で、どうされて

いくのか教えていただきたいというふう

に思います。

　９８ページですけれども、下水道業務

課の水防事務事業です。淀川右岸治水促

進期成同盟負担金８万４，０００円。平

成２６年度は１２万円だったと思います。

この減について教えていただきたいとい

うふうに思います。

　以上が１回目です。

○藤浦雅彦委員長　たくさんありますが、

それでは答弁に行きましょうか。

　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、森西委

員からの質問に対して、道路交通課にか

かわる部分について答弁させていただき

ます。

　まず、１点目が自動車駐車場使用料と

自転車駐車場使用料の減額、この理由に

ついてであったかと思いますが、まず歳

入の予算段階において、それまでの毎月

の収入等を計算しながら、予算要求時の
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予測、当初予算を計上しておりましたが、

平成２６年度に限っては、その見込み額

からはこの金額、利用者が少なかったと

いうこと、利用台数が少なかったという

ことで、自転車及び自動車、それぞれ減

額をさせていただいています。

　それから、当初予算の歳入の自動車と

自転車駐車場使用料の各施設の内訳につ

いてでございますが、まずフォルテ摂津

自動車駐車場が２，３６８万６，０００

円。それから、モノレール駅前自動車駐

車場が３８３万３，０００円。合わせて

２，７５１万９，０００円となっており

ます。

　それから、自転車駐車場使用料につき

まして、千里丘駅東自転車駐車場が７５

６万６，０００円、そしてフォルテ摂津

自転車駐車場が３，８８６万４，０００

円、それとモノレール駅前自転車駐車場

が３，５９２万６，０００円、あと摂津

市駅前自転車駐車場が１，１４３万円と

なっております。合わせて９，３７８万

６，０００円でございます。

　続きまして、自転車等移動保管料と自

転車等鉄屑処分金、それから放置自転車

対策協力金の減の内容と増の内容につい

てのお問いだったかと思いますが、まず

自転車等移動保管金に関しては、駅前の

放置自転車禁止区域内にある自転車を移

動保管し、その引き取りに来られた方の

引き取り金額が歳入となっておりますが、

毎年移動保管する自転車、バイクの台数

が年々減ってきております。それに伴う

歳入の予算としての減を見ております。

　同じく、鉄屑処分金に関しても、移動

保管の台数が減った分、これはリサイク

ルの観点で業者へ引き取っていただくん

ですが、その分の台数も減っております

ので、昨年の１４万７，０００円から１

２万１，０００円で減額の形で予算組み

しております。

　それから、放置自転車対策協力金につ

きましては、これは南千里丘の摂津市駅

前のパークタワー、去年まではパークシ

ティーマンションの公開空地の部分につ

いて、放置自転車があれば協力金をいた

だいて撤去しておりました。今年度、パー

クタワーが完成しまして、そこの部分に

ついて、公開空地の分については道路交

通課で放置自転車の撤去をするという内

容の協定を結んで、協力金をいただいて

去年よりも増額しております。

　それから、ＯＡ機器管理事業の庁用器

具費につきましてですが、これは積算用

のプリンターの更新をかける分で、新規

のプリンターの購入費を計上させていた

だいています。

　それから、過誤納還付金につきまして

は、自転車駐車場の定期利用者が解約さ

れた場合の還付金になるんですが、年度

をまたいだ場合の出納閉鎖後の還付金に

ついて、過誤納還付金の予算を組んで、

そこから支出、返戻していくという内容

で、契約の数字を見て、大体２０万円と

いう形で見させていただいています。

　それと、市内循環バスの利用者の変化

についてでございますが、平成２４年度

が大体約９，５００人でございましたが、

平成２５年３月１８日に千里丘駅を起点

にしたルートに変更した後、平成２５年

度が約１，５００名ほど利用客はふえて

おります。今回、３月１６日から循環バ

スについては正雀の駅前に乗り入れして

運行ルートの変更をかけてまいりますが、

さらに利用客が伸びていくという期待を

しているところです。

　それから、公共施設巡回バスの１，２

９１万３，０００円から１，４５３万３，

０００円の増の理由、中身についてでご

ざいますが、これは平成２４年４月に高
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速ツアーバスが事故を起こした、その事

故から貸し切りバスの運営についての問

題が取りざたされて、国土交通省のほう

から料金の新体制を確立する指導があり

まして、それに基づいて今までの料金体

制から変わった内容でございます。

　ルート上は何も変化はないのですが、

新たな料金体制で計算したところ、１６

２万円ほど増額し１，４５３万３，００

０円となったものであります。

　道路交通課の答弁は以上でございます。

○藤浦雅彦委員長　江草課長。

○江草都市計画課長　森西委員のご質問

にお答えさせていただきます。

　まず、１点目でございますけど、補正

予算と平成２７年度当初予算に関係しま

す鉄道運輸機構負担金について一括でご

説明させていただきます。

　鉄道運輸機構負担金につきましては、

東海道本線千里丘駅連絡通路に関する基

本合意書及び南北分断解消に関する費用

負担に関する確認書に基づき支出してお

るものでございます。

　まず、２４時間連絡通路の状況でござ

いますけど、今現在、ＪＲ西日本と管理

及び管理責任等について協議を行ってお

るところでございますが、ＪＲ西日本と

本市の感覚にずれがございまして、まだ

整っておらない状況です。具体的に申し

ますと、ＪＲの通路の管理の範囲及び管

理責任、例えばガラスが割れたときの被

害については摂津市の管理責任になると

か、その辺が非常に乖離が大きい状態で

ございますので、引き続き協議を続けて

おるところでございます。

　平成２７年度の雑入の減につきまして

は、先ほど申し上げました南北分断解消

に関する費用負担に関する確認書を鉄道

運輸機構と交わしておりまして、この内

容につきましては、先ほど申しました２

４時間通路だけではなく南北分断の解消

に関する負担でありますので、エレベー

ターの設置等についてもご負担いただい

ておりまして、そのあたりにつきまして

は去年の１２月２７日に完了しておりま

すので、歳入が減っておるところでござ

います。

　続きまして、歳入の都市計画基礎調査

委託金の定額についてでございます。

　この都市計画基礎調査につきましては、

都市計画法に基づいた調査でございまし

て、大阪府から本市に委託されます。こ

の委託内容につきましては毎年内容が変

更になりまして、この府からの委託金に

つきましては、その年の調査によって、

市町村によって作業量が多くなったり小

さくなったりという調査もございますの

で、大阪府の予算の範囲内で振り分けら

れるという形になりますので、定額とい

う表記をさせていただいております。

　続きまして、ＰＣＢ廃棄処理委託料が

倍増しているという件でございますけど、

このＰＣＢ廃棄物につきましては、総合

福祉会館及び市民体育館の解体によって

発生したＰＣＢ廃棄物でございます。今

年度までにつきましては、コンデンサー

及びトランス、このあたりの処理費を計

上させていただいておりました。倍増に

なっておるという来年度要求させていた

だいておりますのは、蛍光灯などについ

ております安定器の処分でございます。

　この処理につきましては、現在、摂津

市を含む近畿地区につきましては処理で

きる施設が北九州にしかありません。そ

こにつきましては、まだ安定器について

は登録して順番待ちという形で、今まで

この安定器については登録だけして予算

計上はしていない状態でありました。今

後、順番が回ってきましたら、安定器に

つきましては処理が開始されて、順番が
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回ってきましたら即座に対応できるとい

う形で本年度、予算計上させていただい

ておるところでございます。

　続きまして、ＯＡ機器管理事業の工事

積算システムの内容につきましてですけ

ど、現在、本市におきましては土木下水

道部のほうで積算システムが構築されて

おります。都市計画課につきましても今

後工事が発生していくのと、平成２７年

度から新在家鳥飼上線の積算工事も始まっ

てきます。国の補助につきましても、交

付金制度という形になりまして、土木下

水道部と同時期の発注、積算を組むとい

う形がありまして、都市計画課の設計業

務の量がふえてまいりましので、今回シ

ステムを入れて土木下水道部の既設のシ

ステムにネットワークを組んで構築する

というものでございます。

　あと１件、新在家鳥飼上線につきまし

ては、後ほど参事のほうから説明させて

いただきます。

　以上です。

○藤浦雅彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、森

西委員の１回目のご質問にお答えさせて

いただきます。

　地籍調査の件でございますけれども、

地籍といいますのは、その名前のとおり

でございまして、土地を１筆１筆ごとの

地番ごとに、土地に関する地目でありま

すとか地番、面積、所有者の記録でござ

いまして、その基礎的な事柄であります

地目、地番、面積、所有者の記録や実態

調査並びに境界及び地積の測量によりま

して正確に把握するため実施するものが

地籍調査となってございます。

　大阪など都市部におきましては、この

地籍調査が非常におくれているというこ

とでございまして、その分で都市再生地

籍調査の官民先行型と呼ばれるものに補

助がいただけるということがわかってま

いりましたので、平成１７年までは、本

市では道路台帳の一環としまして道路区

域の確定作業を行ってきたんですけれど

も、平成１８年からそういう補助をいた

だきまして、国が補助基本に対して２分

の１、府が４分の１という補助をいただ

くことで事業を進めております。

　平成２６年度におきましても、当初４

００万円で、国費が２００万円、府費が

１００万円というふうにしておりました

けれども、実際には落札によりまして、

その額で３６７万２，０００円の事業に

なりましたので減額補正させていただい

ているものでございます。

　それと、土木維持作業業務委託料３，

０００万円が４５０万円増額になってい

る件でございますけれども、私ども土木

維持作業を委託しておりますけれども、

平成２３年から道路管理課のほうで所管

いたしておりまして、平成２５年度まで

４，８００万円という予算を持って作業

をいたしておりました。その際にもいろ

いろ事業の見直しだという形で予算を抑

えていたんですけれども、平成２５年度

に労務単価の急激な上昇がございました。

その中で変更してまで作業をいたしてお

りましたけれども、平成２６年度４，８

００万円に対しまして５，０００万円、

２００万円増額をいただきましたけども、

それでもまだ労務単価の上昇がかなり著

しいということで、今までの作業をする

ためには平成２７年度４５０万円の増額

をもって、今までと同等のことをするた

めにはそれだけの予算が要るということ

で要望しているところでございます。

　それと、千里丘駅前広場管理委託料の

件でございますけれども、これにつきま

しては千里丘駅の橋上連絡通路が２４時

間、自由通路開放に伴います通行区間の
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管理委託料というものでございまして、

今、まだ２４時間にはなってございませ

んけれども、なった場合の管理委託料。

それと、平成２６年、昨年の１２月に暫

定供用されています西口のエレベーター

がございます。そのエレベーターも管理

引き続きを受けましたならば、１年間の

管理費用も入ってございまして、４０１

万５，０００円の増額となっているもの

でございます。

　それと、狭隘道路拡幅整備補助金です

けれども、平成２０年度から創設いたし

ておりまして、当初１件に１００万円で、

２０件程度で２，０００万円というよう

なことも考えておったんですけども、実

質、実績によりまして徐々に予算額は減っ

てございます。今、年間１０件程度であ

ればということで１，０００万円を計上

させていただいております。

　平成２４年度でございますけれども、

助成件数７件で約４４０万円の実績がご

ざいます。平成２５年度におきましては、

２件で１４５万円でございました。その

ときも、まだ協議中のものがございまし

たので、その協議が整った場合というこ

とで減額補正をさせていただきました。

平成２６年度におきましても、現在２件

支払いが済んでおりまして、約２００万

円程度お支払いしておるんですけれども、

まだ協議中のものもございますので、年

度内にということで５００万円の減額補

正をさせていただいているものでござい

ます。

○藤浦雅彦委員長　嘉戸参事。

○嘉戸都市計画課参事　それでは、先ほ

どの森西委員のご質問のうち、新在家鳥

飼上線にかかわりますご質問に対してお

答え申し上げます。

　まず、事業の進捗状況でございますけ

ども、本事業は平成２４年度から設計業

務等々から開始いたしまして、用地買収

につきましては平成２５年度から取りか

かっております。地権者は６名いらっしゃ

いますが、うち５名の方につきましては

今年度中をもちまして契約を完了という

ことになっております。残りの１地権者

につきましては、現在、事業反対という

状況ではございませんで、交渉のテーブ

ルにもついていただいておりますし、隣

接人との境界確定協議などにもご協力い

ただいております。

　相手のあることではございますけども、

引き続き交渉を進めまして、平成２７年

度、来年度の早いうちに契約できるよう

に今後とも進めてまいりたいと考えてお

ります。

　あと、歳入予算、社会資本整備総合交

付金のところで、新在家鳥飼上線に括弧

書きで、昨年度は土地購入費ということ

でなっておりましたけども、平成２７年

度予算につきましては道路整備費という

ことで上がっております。これにつきま

しては、この事業の現状からいきまして、

来年度、用地買収とあわせまして、その

後具体的な道路の整備工事にかかってま

いります。そういったことになりますこ

とから、道路整備費という表現にさせて

いただいております。

　あと、こういった状況で来年度予算で

すけれども、ございましたように、残り

の土地購入を行っていくということと、

工事を行っていくということが大きな２

本の柱になってまいりますので、そのた

めに必要な経費を計上させていただいて

おります。

　まず、補償等委託料につきましては、

土地購入に係る補償算定の委託料であり

ますとか、あと工事に際しましては設計

業務、若干の修正も出てくるかと想定し

ておりますので、そのあたりの設計料を
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見込んでおります。また、土地購入費の

１，７００万円につきましても、残り１

筆の土地購入費で、補償費につきまして

も、残り１件の用地にかかわります物件

補償費等を計上させていただいておりま

す。

○藤浦雅彦委員長　竹下課長代理。

○竹下公園みどり課長代理　森西委員の

公園みどり課に関係しますご質問に対し

てご答弁申し上げます。

　まず、最初にこの大阪府の自然環境保

全条例事務取扱交付金の計算式でござい

ますが、基本的な内容については変わっ

ておりません。ただ、平成２６年度につ

きましては、計画書の受理であったりと

か変更書の受理であったりだとか完了届

の受理、事細かく協議の事務処理の項目

が分かれておりましたものですから、平

成２７年度の計上より、それを一まとめ

にさせてもらった形になっております。

　ちなみに申し上げて、人件費単価なん

ですけども、これは大阪府が算定してお

りますので、前回よりも若干ふえておる

というところでございます。

　金額でございますが、平成２６年度予

算計上につきましては、当初、平成２４

年度実績に基づいて上げさせてもらって

おりましたが、平成２７年度につきまし

ては平成２５年度の実績をもって計上さ

せていただいておりますので、結果的に

１０万５，０００円ほど減額になってお

るものでございます。

　続きまして、花壇等の維持管理充実事

業でございますが、昨年度は自治会等の

市民団体が、都市公園の中で新たに花壇

等を管理していきたいというお声を３件

ほど頂戴しました。我々が花壇を管理す

るに当たっては、必ずと言っていいほど

散水栓が必要になってきます。ですので、

平成２６年度は３か所、散水栓を設置し

たものでございます。

　平成２７年度でございますが、市民か

らの要望の散水栓が３か所から２か所に

減じたというところが主な理由になって

ございます。

　それと、最後に公園等日常点検業務委

託料の件でございますが、公園のパトロー

ル業務は、これまで２０年以上の経験を

持つ職員が一人で公園施設の点検及び施

設の簡易修繕をするなど、培った経験を

生かしながら実施してまいりました。今

年度末で担当者が退職を迎えることにな

り、第５次行革実施計画に基づき、パト

ロール業務を事業者に委託するものにい

たしたものでございます。

　パトロール業務の内容でございますが、

設備の簡易補修の実務経験を持つ２名を

配置していただいて、月１回、市内全域

の公園、ちびっこ広場などをパトロール

してもらおうと、巡回監視してもらおう

ということになってございます。

　また、公園利用者などの迷惑となる行

為に対しても注意喚起を行うなどを主な

内容としておりまして、複数の目線で点

検を行うことで早期の施設の瑕疵を発見

し、かつ施設の応急処理についても迅速

に対応できるよう、さらなる公園のパト

ロールの運用も図って、市民が安心・安

全に公園が利用できるよう努めてまいり

たいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　林課長。

○林建築課長　森西委員の建築課にかか

わります質問についてお答えいたします。

　まず、１番目として国庫補助金と府補

助金にかかわります耐震診断分につきま

してでございますが、耐震診断補助金に

つきましては、木造住宅、非木造住宅、

共同住宅等特定建築という形で３つに分

かれておりまして、合わせて耐震診断補

助金については１８６万円、診断補助金
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を予定してございます。診断補助金が１

８６万円で、耐震改修補助金が３８０万

円、これは設計と改修の一般分と低所得

者分を含めまして３８０万円。それと、

上乗せ分３０万円の６件分という形で１

８０万円、合わせまして５６０万円とい

う形となってございます。

　それで、補助負担割合につきましては、

国が２分の１、府が４分の１、市が４分

の１という形になってございまして、国

については、耐震診断では９３万円、改

修費については２８０万円ということで

補助をいただいております。

　続きまして、２番目、府特定設備等安

全確保条例交付金につきましてでござい

ますが、これは六本木ヒルズの自動回転

ドアによる死亡事故を起因として策定さ

れた大阪府建築物に付随する設備等の安

全確保に関する条例第３条に基づく届け

出、建築物の設備において発生した事故

に関する情報の収集、発信を行うことを

目的とし、府条例第１０条に基づき、設

備等の管理者、所有者が届け出について

市町村が処理するという形で、これに対

する手続に対する交付金でございます。

　続きまして、３番目といたしまして近

畿ブロック開発許可・宅地防災行政連絡

協議会負担金が平成２７年度はゼロ計上

になっているのは何でかという話でござ

います。平成２７年度からは、近畿ブロッ

ク会議につきましては、摂津市はオブザー

バー会員ということで会費を免除いただ

いたものでゼロということになってござ

います。

　続きまして、耐震改修促進計画更新委

託料業務でございますが、耐震改修促進

法が平成１８年１月の法改正に伴いまし

て、平成２０年３月、摂津市建築物耐震

改修促進計画を策定しております。これ

につきましては、策定時の民間住宅耐震

化率７０パーセントという目標で作成し

たものでございますが、平成２７年度、

目標耐震化率９０パーセントには到底達

成困難な状況になってございます。とい

うことで、平成２７年度では現行計画の

実態把握、施策効果や課題抽出などの検

証をするもので、今回、耐震改修促進計

画を予算計上させてもらったものでござ

います。

　なお、２か年継続事業ということで、

平成２７年度につきましては２８０万円、

平成２８年度につきましては、報償費２

０万円と委託料１５０万円、合わせまし

て２か年で４３０万円という形で計上さ

せていただくものとしております。

　続きまして、ＧＩＳシステム構築委託

でございますが、平成２７年、２８年度

の２か年にかけまして、都市計画法、開

発許可、市開発協議及び建築確認申請等

にかかわる紙媒体等からの位置検索等に

よる事務量の軽減を図るため、これらの

台帳整理の電子化とあわせてＧＩＳシス

テムの構築を目指し、業務の効率化に寄

与することが目的で計上させていただい

たものでございます。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　森西委員の１回

目のご質問の下水道事業課にかかわる分

につきましてお答えさせていただきます。

　まず、河原樋ポンプ改修工事負担金の

件でございます。これにつきましては、

河原樋ポンプ場というものがありまして、

このポンプの改修を予定しております。

これが、当初３年の計画でおりましたん

ですが、結果的には２年で済む形になっ

ております。それによって、その作業内

容等々で負担金の金額が変わっていると。

今年度はポンプの製造に主に使っており

ます。来年度は主にポンプの設置のほう

に係る分の負担金を支払いするという形
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になっています。

　それから、次に明治水路安全柵設置工

事負担金について、全体の概要と内容に

ついて教えてほしいというご質問につい

てお答えさせていただきます。

　まず、明治水路につきましては、全体

で延長４１０メートルございまして、平

成２７年度から事業を開始にしておりま

す。総延長４１０メートルで、３か年で

計画をしております。これにつきまして

は、摂津市の負担金については、３年間

同じ金額でというような状態と伺ってお

ります。

　次に、排水路ポンプ場管理事業におき

ます修繕費の金額の内容ということにつ

いての、金額が増えているという分につ

いてのご質問にお答えさせていただきま

す。

　これにつきましては、今年度も排水ポ

ンプの取り替えを２基をやっておりまし

たけれども、同じ内容をまたやるのです

けれども、その分につきまして更新の費

用が若干ふえているという部分がありま

す。それから、今年度のさきの議会のほ

うでご承認いただきました債務負担で水

路系のポンプの修繕の費用があります。

その分が増えておりますんで、合わせて

１，９００万円程度の増額になっている

という形になっております。

　次に、ポンプ場設備保守点検委託料が

減額しているという内容についてお答え

させていただきます。

　これにつきましては、２つの委託がご

ざいました。味生排水機場外ポンプ場設

備の保守点検と鶴野橋、河原樋排水ポン

プ場の保守点検、この２つがあったんで

すけども、後者のほうにつきましては大

阪府の施設でありまして、今年度までは

大阪府より受託をしていた経緯がござい

ます。しかし、来年度からは大阪府のほ

うで全て保守点検を行うということにな

りましたものですので、その分がなくなっ

たためこの分の費用が変わったと、減額

になったということでございます。

　次に、更新設計委託料というものにつ

いての内容についてお答えさせていただ

きます。

　これは、味舌ポンプ場にあります水路

系ポンプの更新設計が主な形にはなって

おります。ポンプだけのみならず、電気

設備や、あるいは、ほかいろいろ沈砂池

などの設備がございます。これらの分に

ついての更新の設計の委託をさせていた

だきたいというような計画になっており

ます。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　下水道業務課

にかかわる質問についてお答えいたしま

す。

　まず、１点目のし尿処理手数料で、浄

化槽の清掃許可、それから一般廃棄物の

収集運搬の許可、これが前年度なかった

ものがふえているということでございま

すけども、この許可が２年に１度と、許

可期間が２年間ということになっており

まして、２年に１度、予算計上をしてい

るものでございます。

　それから、２点目、し尿収集事業の委

託料で減額になっている理由というご質

問でございますが、し尿収集運搬委託料

につきましては、定期の収集を２台で行っ

ておりまして、これに必要な経費を委託

料としております。内訳としては、基本

委託料、これが基本的な作業等に対する

もので、これについては数万円程度の減

額でございますけども、不定期で収集し

ておりますものがございまして、この不

定期収集で量が多いような場合は、２台

でなく３台目、バキューム車を３台使用

する必要があると、こういったケースを
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想定しております。こういった不定期収

集に係る委託料については、前年度より

も回数を減らしておりますので、これは

平成２６年度の実態等を見る中で、前年

度より減額させたという内容でございま

す。

　それから、浄化槽汚泥処理負担金、こ

れは増えていると。し尿処理負担金につ

いては同額なんですけども、浄化槽汚泥

処理負担金についてはふえているという、

その理由でございますけども、まず、し

尿については、量的には前年度より減少

しておりますけども、一方で処理単価が

上がるということから同額としておりま

す。

　浄化槽汚泥については、前年度は２，

１００キロリットル程度を見込んでおり

ましたけども、実態としては２，３００

キロリットルを超えるようになっており

まして、平成２３年度から２６年度、今

年度の見込みで大体２，３００から２，

４００キロリットルを超えるような水準

で推移してきておりますので、その平均

的な量、２，４００キロリットルを当初

に見込んだと。単価については前年度と

同額と見込んでおりますので、量がふえ

た分だけふえているという内容でござい

ます。

　それから、３点目の大阪府ため池総合

整備推進協議会負担金でございますけど

も、この負担金の内容としましては、一

律の負担金として２万円、これは全ての

市においてこの一律の負担金というもの

が定まっております。これに加えまして、

事業費に応じて負担する事業費分という

のがございます。これは前々年度の事業

費に応じて負担する負担金でございまし

て、こちらのほうが前年度に比べて２万

８，０００円減額になっております。前々

年度の事業費はゼロということで、減額

となっております。

　それから、４点目の公共下水道事業特

別会計繰出金の考え方、算出根拠という

ご質問でございますが、下水道事業にお

いては、下水道使用料、それから国庫補

助金、起債等の特定財源がございます。

歳出に応じて、予算ですので収支均衡を

図る必要があるということから、こういっ

た特定財源、これ以外のものを一般財源

ということで繰出金を計算しているとい

うことでございます。

　下水道事業については、雨水は公費、

つまり一般会計、汚水は私費、使用料で

賄うという基本原則がございますけども、

そういう原則を踏まえつつ、収支均衡を

図るための一般会計繰出金を計上してい

るということでございます。

　それから、淀川右岸治水促進期成同盟

負担金の減額理由でございますけども、

この負担金は淀川右岸の堤防補修工事の

促進を図るという目的のもとにさまざま

な要望活動を行っているわけでございま

すけども、平成２７年度につきましては

堤防補修がある程度進捗してきていると

いうことを踏まえまして、提案活動の内

容が見直されております。具体的には旅

費を削減されたということから、負担金

については減額となっております。

○藤浦雅彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　橋梁長寿命化

修繕事業の分が漏れてございましたので、

お答えさせていただきます。

　橋梁点検業務委託料が、平成２６年度

５００万円から平成２７年度１，０００

万円に増えているという内容でございま

すけれども、今回、自治体に点検を義務

づけます道路の維持修繕に関する省令が

制定されまして、平成２６年、昨年の７

月１日に施行されております。その内容

につきましては、国が定める統一基準に

－21－



よりまして、５年に１回の頻度で近接目

視による点検を行いなさいというような

ちょっと厳しい内容の基準が設けられま

したので、今年度、平成２６年度の予算

内ではそれだけの点検がちょっと困難に

なるという形で１，０００万円に増額を

お願いしているものでございます。

　また、橋梁修繕実施設計委託料が本年

度４００万円から８００万円ということ

でございますけれども、今年度につきま

しては１橋、新在家鳥飼上線の鳥飼水路

にかかっております無名橋でございます。

その１橋を実施設計いたしておりまして、

平成２７年度におきましては、学園町中

央線にございます柳田橋の歩道橋と、ちょ

うど市役所の裏あたりにあります防領橋

を考えてございまして、その２橋分とい

う形で８００万円になっているとこでご

ざいます。

○藤浦雅彦委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４７分　休憩）

（午後　０時５０分　再開）

○藤浦雅彦委員長　それでは、休憩前に

引き続き再開します。

　森西委員。

○森西正委員　それでは、２回目の質問

をさせていただきます。

　それでは、多くの部分、わかった部分

もありますけれども、まだ掘り下げて質

問させてもらいたい部分がありますので、

よろしくお願いします。

　自転車等移動保管料、放置自転車対策

協力金ですね。その点に絡めてですけれ

ども、自動車の移動保管場所が、鳥飼の

ほうにありますけれども、現状はどうい

うふうな利用状況になっていて、いつも

前を通りますと何か閉まったような状態

です。状況を教えていただきたいという

ふうに思います。

　続いて、し尿収集事業ですけれども、

広域化をなされておられますけれども、

現状問題なく進んでいるのか。やはり少

し問題や課題が出てきておるのか、その

点をお聞きしたいというふうに思います。

　続いて、農業水路に関してですけれど

も、水質の調査とかというのは依頼をさ

れてしているものなのか。農業水路のしゅ

んせつといいますか、清掃、それはごみ

のみなのか、泥土も底から取っているの

か。今現状としては、農業水路ですけれ

ども、側溝を含めてですけれども、不必

要な水路、側溝というのは摂津市内には

あるのかお聞かせいただきたいというふ

うに思います。

　土木維持作業事業ですけれども、増額

をされて、中身は今までと変わらずに、

労務単価が上昇しておるからということ

でありますけれども、中身はさらに充実

をしていただきたいというふうに思いま

す。

　その中で、車両によってパトロールを

されていて道路点検をされていますけれ

ども、これは車両から見て、車の立場で

もって点検をされていますけれども、歩

行者から見てのそのパトロールとは、歩

道とかそういうふうな点は、今現状とし

てはどういうふうにされているのかお聞

かせいただきたいというふうに思います。

　それと、自転車・自動車駐車場過誤納

還付金ですけれども、出納閉鎖後にとい

うふうなことでのご答弁でしたけれども、

以前に、全庁的に駐車場をどういうふう

にしていくのか、例えば庁舎前の駐車場

をどうするのかというような話があった

かというふうに思いますけれども、その

点は以後どういうふうな流れになってい

るのかお聞かせいただけたらというふう

に思います。

　続いて、市内循環バス補助事業につい

てですけれども、３月１６日から変更さ
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れるということであります。状況を見て、

またさまざまな課題等も生じてくるだろ

うというふうに思っておりますけれども、

では、これはバスを運行させるに当たっ

ては、やはり黒字を目指していくのが当

然だというふうに思いますけれども、そ

れではどのようにその黒字を目指してく

のかですけれども、これは近鉄バスに運

行していただくということでありますけ

れども、その近鉄バスと、そして摂津市

と両方で黒字を目指していくという考え、

それはどういうふうな考えを持っておら

れるのかお聞かせいただきたいというふ

うに思います。

　さらに、新たなバス路線というのは考

えておられるのか、お聞かせいただきた

いというふうに思っております。

　続いてですけれども、公共施設巡回バ

ス運行事業ですけれども、これは無料で

すから、以前から委員会でも質問は出て

おりますけれども、有料化して、バスの

あり方、どのように利用者を増やしてい

くのかというような考えがありますけれ

ども、利用者の増減ですね。今後どうい

うふうに利用者を増やしていこうという

考えを持っておられるのかお聞かせいた

だきたいというふうに思います。

　続いて、千里丘駅前広場管理事業です

けれども、ご答弁では、駅西口の管理引

き継ぎを受けた部分も入っているという

ことでありましたけれども、ではこの管

理について、４月から橋上連絡通路の協

議というのが整って進められていくのか、

全くそういうふうなめどが立っていない

状況なのか。速やかに整うように進めて

いくべきだというふうに思うんですけれ

ども、その点お聞かせいただきたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願い

します。

　続いてですけれども、狭隘道路整備事

業ですけれども、１，０００万円という

ことであります。以前はもう少し予算を

とっておられたということでありますけ

れども、これは建物に関しては助成金を

出していくのか。もしくは、例えば庭と

かそういうふうな部分に関しても、狭隘

な部分には出していくというようなこと

の助成金なのか、教えていただきたいと

いうふうに思います。

　続いてですけれども、排水路ポンプ場

管理事業ですけれども、摂津市は浸水、

内水の、治水対策に重点を置いていかな

ければならないというふうに思っており

ます。個人的な考えですけれども、ＪＲ

東海の新幹線基地の地下水の汲み上げの

問題が出ておりますけれども、以前、鳥

飼野々３丁目で番田川の逆流によって浸

水をしたというふうなことがありました。

鳥飼野々３丁目に浸水が起こったときに

は、安威川以南では３０から５０センチ

メートルの地盤沈下がもう既に起こった

後なわけです。そこでもって、番田川の

逆流でもって浸水が起こったというふう

なことであります。

　もしＪＲ東海の地下水の汲み上げがな

く地盤沈下が起こっていなければ、もし

かしたら野々３丁目は浸水が起こってい

なかったかもわからないですよね。床上

浸水まで被害が及びましたけども、床上

までいかずに、もしかしたら床下でとど

まっていたかもわからないというふうな

ことであります。内水浸水の問題として、

今のその地盤沈下が、もし、仮に再発を

したらというふうな仮定をしたときに、

担当課としての考えをお聞かせいただき

たいというふうに思います。

　続いてＰＣＢの件ですけれども、北九

州にしか処分できるところがないという

ふうなことで、これは、今いつでもでき

るという話があれば、対応していくとい
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うふうなことでありますけれども、そう

しますと、平成２７年度、その話はない

場合もあって、予算の執行がゼロになる

可能性もあるということなのかお聞かせ

いただきたいというふうに思います。

　続いて、耐震改修促進計画更新委託料

ですけれども、昭和４０年代頃の木造の

棟続きの住宅が摂津市内には多くありま

す。もちろん、その住宅には、恐らく耐

震構造になっていないだろうというふう

には思いますけれども、そういうふうな

計画を進められて、なかなか目標に達し

ないというふうなことに関して、どのよ

うにお考えなのか、その前に進まないこ

とに対して、目標に達成をしていこうと

いうふうなことをどのように考えておら

れるのか、お聞かせいただきたいという

ふうに思います。

　それと、開発指導・確認経由事務事業

ですけれども、摂津市内は、上を見ます

と電線がかなり多く、クモの巣のように

張ってるような状態でありまして、その

点の景観とか、そういうふうなことから

すると、地下埋設方式というのを考えた

り、電線の規制とか電線の渡し方とか、

そういうふうな部分を何らか行政として

対応というのはとれないものか、ある家

に線をはわせるために、そうしたら、ど

こから引っぱってきてというのは、今の

ところは、別に何の規制もなくて自由に

はわせれる状態ですよね。それが実際、

今、クモの巣のような状態になってると

いうふうには思うんですけども、他市に

行くと、何か広々としたような感じがあ

るのは、やはり、この電線の数が少なかっ

たりとか、そういうふうに見たりするん

ですけども、その点、どういうふうな考

えをお考えなのかお聞かせいただきたい

というふうに思います。

　それと、新在家鳥飼上線道路整備事業

についてですけれども、この新在家鳥飼

上線についてはよくわりました。以前か

ら私も本会議でも質問させていただいて

おりますけれども、都市計画道路が廃止

になって、その廃止になった道路の新在

家鳥飼上線の土地購入、用地買収という

ふうなことで進められて、平成２７年度

の予算も計上されてますけども、他の用

地ですね、他の道路の買収は、どのよう

にお考えなのか、お聞かせいただきたい

というふうに思いますし、それは、どこ

をとかいうふうなことは、何をもって考

えられていくのか、お聞かせいただきた

いというふうに思います。

　続いて、花壇等の維持管理充実事業で

すけれども、今、緑化推進ということで

進められておられます。しかしながら、

市民の中には、摂津市の花はつつじであ

るということを知られてる方が少ないと

いいますか、尋ねると知らないとか間違っ

た答えを言われる方がたくさんおられる

んです。摂津市の花はつつじですけれど

も、今までの市として、摂津市の花を広

めていくといいますか、市民に知ってい

ただくような、そういうふうなことは、

今までどういうふうなことをされてて、

例えば、桜もしくは、今、道路わきにさ

まざまな花壇等で植えられてますけれど

も、本当にきれいに植えていただいてて

心は和むんですけれども、摂津市の花を

どのように今後、考えていくのか、お聞

かせいただきたいというふうに思います。

　続いて、公園維持管理事業ですけれど

も、ちびっこ広場、都市公園、その場所

によって、きれいに整備をされてるとこ

ろと、それと、余り整備をされなくて、

草が茂っているところの差があるように

思います。

　ちびっこ広場は、これは自治会に補助

金という形で出ておるんです。補助金を
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出してるのでありますから、その点の管

理はちゃんとされてるのかどうなのかと

いうような、そういうふうな部分はでき

ておるのか、できないのか、お聞かせい

ただきたいというふうに思いますし、例

えば６月、夏場に、背の高さまで雑草が

生い茂るような公園も、そこは余り市民

の利用がないといいますか、特に鳥飼に

ある公園等で、周りに住宅がなくて、工

場地の中にあるような公園は、そういう

ふうな光景を見るんですけれども、その

点の日常点検の業務委託料で出されて、

今までは職員が一人で行っておったとい

うふうなことでありますけれども、実際

に点検がちゃんとできているのかという

把握について、お聞かせいただきたいと

いうふうに思います。

　続いて、水防事務事業ですけれども、

水防団がありまして、近年、ゲリラ豪雨

といいますか、警報が何度が出るという

ふうなことがありますけれども、水防団

に対しての出動の連絡とか出動要請、そ

して、どこが水防団に対して出動という

のは出しておられるのか、お聞かせいた

だきたいというふうに思います。

　消防団のほうは、例えばメールで一斉

に配信をされたり、そういうシステムが

ありますけれども、水防団のほうは、ど

ういうふうになっているのか、お聞かせ

いただきたいというふうに思います。

　２回目は以上です。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁お願

いします。

　江草課長。

○江草都市計画課長　森西委員の千里丘

駅前橋上通路の２４時間化についてのご

質問にお答えさせていただきます。

　先ほど申し上げましたとおり、橋上通

路の管理責任及び管理範囲、区域につい

ては、現在、ＪＲ西日本と相当な乖離が

ある状況でございます。

　あと、千里丘駅の橋上通路につきまし

ては、現在、閉鎖されておるのが、最終

電車が出て少したった午前１時ぐらいか

らと始発電車の少し前の５時、４時間程

度閉鎖されておる状況でございます。今

の状況といたしましては、千里丘ガード

も開通したことから、橋上通路の閉鎖時

間帯につきましても、一定、通行路確保

できてる状況というのもございますし、

あと、橋上通路の管理区分責任の協議の

ほうが整いましたとしても、その辺、永

続的に市のほうで管理費用等もかかって

まいりますので、そのあたりも総合的に

勘案しながら、継続的にＪＲ西日本と協

議を進めてまいりたいと考えております。

　続きまして、ＰＣＢの件でございます

けど、ＰＣＢの処理につきましては、近

畿地方の安定器につきましては北九州の

ほうでしか処理できない状況になってお

ります。近畿地方の自治体とか企業のほ

うが、一定、持ち出せる体制を整えた形

で持ち込みの登録の準備予約をしている

状況でございます。本市も今年度の予算

におきまして、この安定器につきまして

は、いつでも持ち出せる体制まで整えて、

登録の手続をしておる状況でございます。

数多くの自治体等が並んでおる状況なの

で、その運び込みの許可がおりましたら、

即座に対応しないと運び込みがまた後回

しになるという状況でございます。今回

の予算、委員がおっしゃるとおり、順番

が回ってこなかった場合は、今年度の予

算執行はゼロになる可能性はございます。

○藤浦雅彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、森西委

員の２回目の質問に答えさせていただき

ます。

　まず、自動車の移動・保管、鳥飼にあ

る保管場所の利用状況についてのお問い
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だったかと思いますが、過去に警察のほ

うから相談を受けまして、鳥飼地域の違

法駐車の保管場所ですね、その場所につ

いて市のほうで何か用意ができないかと

いうことで、鳥飼中で用意をして、現在

もその場所はあります。現在の利用状況

についてなんですが、特に警察のほうか

らは、移動・保管を頼むような要望等も

ありませんので、現在は扱ってない状況

ではありますが、今後、違法自動車の駐

車、レッカー移動等の際の保管場所とし

て必要が発生するかどうか、今後、警察

のほうに確認してまいりたいと考えてお

ります。

　それから、過誤納還付金にまつわる話

で、庁舎前の駐車場についてどうなのか

というお問いだったかと思いますが、道

路交通課における駐車場を所管している

駐車場の中で、庁舎前の駐車場というの

は入っておりません。これは防災管財課

の所管になろうかと思いますので、これ

についての答弁はできかねますのでご容

赦ください。

　続きまして、市内循環バスですが、３

月１６日月曜日から新しい運行ルートが

開始になります。近鉄バスには、市のほ

うから平成２６年度では１，０００万円

の補助金それと利用者の利用料金等をもっ

て近鉄バスが運行しておるわけなんです

が、平成２６年度までの今の現運行ルー

トでも８０万円程度赤字でございます。

今回、正雀駅付近まで運行ルートを延伸

することで、増額分、市の負担、丸々近

鉄バスの負担、赤字が増えるということ

はできかねますので、市のほうの負担と

いうことで、今回２００万円補助金を増

額しております。しかし、この２００万

円増やしたとしても、やはり運行時間と

運行ルートが延びてる関係上、近鉄バス

の経費も上がっております。赤字につい

ても、同じように８０万円は超える予測

の中で補助を２００万円しておるんです

けども、もちろん黒字を目指すために努

力はしてまいります。新たな運行ルート

とか増便だとかも考えられますが、今の

ところこの８０万円の赤字を解消するの

も難しいかなと。解消できたら補助金が

下げれるかなと。そういった形で、今後

の取り組みとしても市内の道路状況の変

化に合わせて、新たな運行ルートの路線、

確保に努めてはまいりたいと考えており

ます。

　それから公共施設巡回バスについてで

ございますが、こちらも現在、鳥飼地域

を中心として、路線バスを補完するバス

として、市民の足として無料で運行させ

ていただいておるんですが、過去のアン

ケートで有料化すると、もうほとんどの

方が乗らないというような結果も出てお

ります。今回の新料金体制が確立された

ことで、キロ数と運行時間がそのまま契

約の金額にはね返ってきますので、限ら

れた予算の中で利用者の増につながる工

夫、例えば、バス停の利用者数の状況だ

とか、あるいは、また補完するバスです

ので、民間路線バスの近鉄、阪急、京阪

の運行時間帯に重複しますと採算性が失

われてきますので、そのあたりを調整し

て、できる限り利用者増につながるよう

な工夫は考えていきたいなと考えており

ます。

○藤浦雅彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、森

西委員の２回目の質問にお答えさせてい

ただきます。

　土木維持作業の中での道路パトロール

でございますけれども、車が基本でござ

いますけれども、車で見れない場所、例

えば南摂津駅前でありますとか、千里丘

駅前につきましては、徒歩でする必要が
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あるというのは十分認識しておりまして、

タイルの剥がれだとか、そういうものを

直してる状況ではございます。また昨年

につきましては、街路樹の倒壊というの

がございましたので、職員で、そういう

街路樹のあるところを徒歩で歩いて状態

を見て、撤去なりということもさせてい

ただいてるところでございます。

　それと、狭隘道路整備の件でございま

すけれども、建物もかというお問いでご

ざいましたけれども、建築基準法に基づ

きまして、中心後退部分が発生する場所

での狭隘道路を対象として拡幅整備とい

うことになってございますので、今、建

物のある場所、庭のある場所が控えられ

てということであれば、その場所の側溝

整備でありますとか舗装でありますとか

桝をつけるだとか、そういうことと、そ

の後退していただいたところを分筆して

寄附いただくと、使用承諾していただく

と、そういう内容によっては、また助成

をさせていただいているところでござい

ます。

　それと、都市計画道路以外のその他の

道路の整備、買収というお話でございま

したけれども、都市計画道路の規制がか

かっていないところにつきましては、正

雀駅前はかかってございませんけれども、

道路区域を拡げさせていただいて、道路

交通課のほうで買収、整備を進めている

というような状況がございます。

○藤浦雅彦委員長　竹下課長代理。

○竹下公園みどり課長代理　森西委員の

２回目の質問にご答弁申し上げます。

　まずは、花壇等の維持管理事業につき

まして、つつじのＰＲなんですけれども、

広報等それからホームページで、市の花

がつつじであるというところまではＰＲ

はいたしていないのが現状でございまし

て、ただ、誕生記念植樹祭のときには参

加されたご家族に、つつじを提供させて

いただいています。ただ、もう少し広い

範囲でＰＲできるよう、ホームページ等々

でＰＲをかけてまいりたいというふうに

思います。

　あと、ちびっこ広場、それから都市公

園の管理の実態なんですけれども、まず、

ちびっこ広場につきましては御存じかと

思いますが、補助金を面積に応じて提供

させてもらってると。その確認なんです

けれども、年度末、３月末の期限でお願

いしているんですけれども、管理してい

ただいてる自治会のほうが収支の報告書

を出しております。それでもって、どう

いう管理がなされてるのかというのは、

管理、確認いたしておるところでござい

ます。

　それと、都市公園、特に事業所が多い

中、例えば、ふるさと公園とかしば公園

とかせんだん公園のことおっしゃられて

おるのかなと思うんですが、そこの草の

繁茂状況でございますけれども、これは、

その時期になりましたら、草はどの公園

も同じように草丈が伸びてきます。我々

がどういう管理をいたしておるかといい

ますと、まず地元で、例えば、お祭り、

催し物がある場合については、その前に

何とか調整しまして、除草するように心

がけております。

　それから、例えば、緑地、緑道、特に

緑道でいいますと、歩行空間が支障にな

らないかどうかというのを判断して、支

障があるようであれば、そこを優先的に

除草させてもらっているという状況でご

ざいまして、非常に見づらい草が繁茂し

て、不快で見づらい状況の公園があるか

もわかりませんが、年に２回ということ

でございますので、ご理解賜りたいとい

うふうに考えております。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。
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○樫本下水道事業課長　森西委員の２回

目の下水道事業課にかかる質問について、

お答えさせていただきます。

　まず、水路の水質調査はやっているの

かどうか、定期的に行っているかどうか

というご質問について、お答えさせてい

ただきます。

　水路につきましては、定期的に水質調

査は行っておりません。では、どのよう

にして状況を把握してるかとかいうこと

にはなると思うんですけども、環境政策

課と一緒に行ってはいるんですけれども、

水質が悪くなりますと、やはり色が違っ

てくる、色が出てるとか、あるいは魚が

浮いてくるとか、そういうような事象の

ときには、必ずこちらのほうに電話がか

かってきます。その際には、私どもが伺

いまして、原因を特定するなど、そうい

うような形をしまして、原因がわかりま

したら、そこに対処を要請するというよ

うな形をさせてもらっています。また、

私どもの目的としまして、公共用水域の

水質保全という目的でもございます。で

すので、そこが既に下水道供用開始済地

域でありましたら、速やかに公共下水道

に流すようにお願いをしているところに

なります。それで、その際に水質につい

ては、今度は下水道事業課の担当になり

ます。その際には排水設備につきまして、

特定施設とかそういう形のことで、水質

については下水道法の中で規制をしてい

くというようなやり方になりますので、

こうなってきますと、私どものほうで前

面に出て、そういう水質については、い

ろいろ調査したりということになってい

く形になるかと思っています。

　それから、清掃につきましてですけど

も、水路のしゅんせつにつきましてです

けども、これは泥、それに土、それから

場合によっては除草についても対応させ

ていただいております、

　次に、用水で不要となったものはない

のか、それから、そのものについては、

どういうような形で対処してるかという

ご質問についてお答えさせていただきま

す。

　現在、安威川以北、以南では、下水道

の排除の方法としまして、合流式と分流

式に分かれております。合流式のほうに

つきましては、公共下水道管のほうで雨

水を排除すると、安威川以南の分流式に

ついては、雨水管と別方式で排除すると

いう形になっております。

　基本的になんですけれども、基本的に

は、安威川以北につきましては、不要な

側溝については、道路排水を流す分だけ

で事足りるというような形にはなるんで

すけれども、安威川以南のほうにつきま

しては、それが雨水排除の機能を持たし

てるところがほとんどでございます。で

すので、考え方は、安威川以北と以南で

は違ってるというのが前提になります。

その中で現在、ここ数年続けさせてもらっ

ていますのは、安威川以北で鶴野地区に

つきましては、用水とかの機能が昔あっ

て、今ない部分につきましては埋めて無

くすような方向でさせていただいており

ます。

　あと継続的に今、行ってるのは、そこ

しかないんですけれども、あと、考えて

いますのは、地区が狭い範囲でしたら、

もう修繕とかそういう形でなくすか、あ

るいは小さくするかというのは、その現

場に現場によっては変わってくるんです

けれども、そのような形で対処をさせて

もらってるところでございます。

　それから、排水路ポンプ場管理事業の

件で、ＪＲ東海の井戸のくみ上げの件で、

地盤沈下がどう影響すると考えてるんだ

という、ご質問について、お答えさせて
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いただきます。

　かつて、そこの地域につきましては、

地盤沈下が起きていたというのは承知し

ております。私どもにつきましては、地

盤沈下などによって堤防の高さが変わる

というのは、非常に神経を使うところで、

場合によっては大変なことになると思っ

ております。今の現状況では、地盤沈下

はなっていないということです。今のと

ころは現状のままの何もしていない状態

にはなるんですけれども、もしそういう

ような状況が発生した場合においては、

やはり測量などをしながら、下がってる

のはどこが下がってるのかなど、そうい

うことを見ながら浸水防御について、い

ろいろな策を講じていかなければならな

いのかなと、考えております。

　最後に水防事務事業についてなんです

けれども、水防団に対する出動の連絡の

要請とかですけど、これは主に淀川右岸

水防事務組合が行っているところであり

まして、そこが出動の要請などをやって

いるところでございます。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　下水道業務課

にかかわる質問にお答えいたします。

　し尿収集事業の広域化の現状と課題と

いうことですが、し尿それから浄化槽汚

泥については、平成２５年の１０月より

し尿は豊能町、浄化槽汚泥については、

茨木市に処理をお願いしている状況でご

ざいます。

　そういった中で、どのような課題があ

るのかということでございますけども、

一つには、処分費が以前よりも上がって

ると。それから、し尿については、豊能

町まで運搬しておりますので、雪が降っ

て行けなくなるとか、大雨で通れなくな

ると、こういった場合の対応ということ

が課題と考えています。

　処分単価については、豊能町や茨木市

と単価について協議はするんですけども、

単価を下げるのは難しい状況でございま

す。

　それから、緊急時の運搬ということに

つきましては、これは今、茨木市や流域

下水道とも協議しておりますけども、雪

等で運搬ができないような場合の受け入

れについて協議をしておりまして、前向

きに検討していただいてるところでござ

います。

○藤浦雅彦委員長　嘉戸参事。

○嘉戸都市計画課参事　そうしましたら、

森西委員の新在家鳥飼上線に関しますご

質問にお答えいたします。

　現在、事業中の１５０メートルの区間

につきましては、来年度、平成２７年度

を目標に、歩道形態ができるところを目

指しておりまして、中央環状線側の６０

０メートルの区間とあわせまして、全線

にわたりまして、一定の歩道空間を確保

できると思っております。

　次に、都市計画道路として、どう取り

組んでいくのかというところですけれど

も、昨年の都市計画道路の見直しを経ま

して、本市で取り組むべき都市計画道路

といたしましては、坪井味舌線、千里丘

三島線、太中線そして千里丘駅前線とい

うことで、基本的にこの４つの都市計画

道路があるかと思います。

　まず、坪井味舌線、千里丘三島線、太

中線につきましては、阪急京都線の連続

立体交差事業と関連しております路線で

ございまして、また千里丘駅前線につき

ましては、千里丘西の再開発事業との関

連がございます。そういったほかの事業

との関連もございますので、それらの事

業の動向を見ながら、今後、優先順位で

すとか、取り組むべき順番、時期などを

検討して取り組んでいくことになるもの
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と考えております。

○藤浦雅彦委員長　土井次長。

○土井都市整備部次長　それでは、張り

めぐらされている電線について、景観面

からの指導はできないかというご質問で

すけれども、たしかに、電線、電柱とも

にないほうがいいというのは、景観面か

らは非常に感じているところでございま

す。しかし、無電柱化をするに当たりま

しては、いろいろと課題も多く、また相

当な費用もかかるというような課題もご

ざいます。そんな中で電柱には、関電、

ＮＴＴまたケーブルテレビまた民間の有

線等いろいろな電線が走っておるわけで

すけれども、それぞれ全てが家の前にき

れいに入ってるという状況でもないと思っ

ておりますし、またそれぞれの電線から

の引き込みの場所、条件等々いろいろあ

るのではないかとも考えております。そ

ういう面から、景観面からの指導という

のは、なかなか難しいのではないかとい

うふうに考えております。

○藤浦雅彦委員長　林課長。

○林建築課長　耐震改修の促進化につい

てのご質問にお答えいたします。

　住宅の耐震化促進につきましては、耐

震改修促進計画を策定し、建物所有者に

対する耐震診断や耐震改修費用に対する

補助制度など、施策を進めております。

　ただ、耐震化率９０パーセントの目標

については、ちょっと達成できない状況

になっております。その原因につきまし

ては、経済的な理由が大きいものと考え

ております。

　そういうことから、平成２７年度から

は新たに住宅の解体についても、１棟当

たり４０万円の補助をさせていただいて

いくように予算計上させていただいてお

ります。

　それと、長屋住宅の未改修建物の今後

の耐震促進についてでございますが、長

屋住宅については、二戸一とか、四戸一

とか、戸数単位で所有権が分かれておら

れるので、一戸改修については一棟の所

有者全員の同意あるいは建物所有者の同

意が必要となってきておりますんで、そ

の辺がちょっと高いハードルになってる

ものと考えております。幸いなことに、

平成２７年度につきましては、３０万円

上乗せさせてもらっておりますので、そ

の分掛ける戸数になります、結構、金額

が上がってきますので、それを利用して

いただいたらいいのかなと思っています。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　それでは、鳥飼の自動車

の違法駐車の保管場所の件ですけれども、

その部分に関しては、今後、警察と協議

をしてということでありますけれども、

もし警察のほうで必要でないというので

あれば、市としては違う用途を考えてい

かなければならないというふうに思いま

すし、遊ばせておくというか、今のとこ

ろは利用してないわけですから、その点

は考えていかなあかんでしょうし、さら

に、利用されるのであれば、やっぱり利

用していただく形をつくっていただきま

すように、この辺は要望とさせていただ

きますので、よろしくお願いしたいとい

うふうに思います。

　続いて、し尿収集事業の件ですけれど

も、これは災害とかというふうなことが

一番の問題だというふうに思いますので、

冬でしたら、先ほど答弁がありましたけ

ど、凍結とかそういうふうな部分もあり

ますので、そのときによって、やはり、

燃料であるとか、今は原油価格、ガソリ

ン価格が下がってますから、そのときそ

のときによっても、やはり費用というの

は変わってくるというふうには思います

ので、できる限り長期の目でもって、今
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後どういうふうに変わっていくのかとい

うふうなことを視野に入れながら、また、

し尿処理の件数というのは、やはりこれ

からまだまだ下がってくるでしょうから、

その点もどういうふうに今後、社会情勢

が変わっていくのかというふうな、先見

性を持って見ていただけたらというふう

に思いますので、よろしくお願いします。

　続いてですけれども、農業水路の件で

すけれども、水質調査はされてないとい

うことです。やはり理想は、住民そして

事業所があって、その中で自然環境があ

るというか、かつて、この摂津市は、緑

豊かな、自然豊かな田園地域であったわ

けですから、農業水路で遊んで水の中に

入って、水に触れ合った地域ですから、

やはりそういうふうなことができるのが

理想だというふうに思いますので、でき

る限り家があって、事業所があって、そ

ういうふうな中でも自然に触れ合えて、

水の中に、もしくは水と触れ合えるとい

うふうな形をぜひともつくっていただき

たいというふうに思いますので、理想を

追求していただきたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいという

ふうに思います。

　続いてですけれども、土木維持作業事

業についてのパトロールの件ですけれど

も、車から降りられて歩道のパトロール

もされているということであります。し

かしながら、やはり少数の人間で、摂津

市内全てを見るというのは、なかなか時

間的な部分で難しい部分があろうかとい

うふうに思います。やはり業務もそうで

すけれども、例えば職員が、担当の職員

以外の者でも日常的に、やはりここの道

路が悪いんだというふうな、そういうふ

うなことで、ここを補修しなければなら

ないとか、修繕をしなければならないと

いうふうなことに、今現状にはなってる

のか、なってないのか、そういうふうな

声というのが、担当にあがってくるもの

なのか、その点をお聞かせいただきたい

というふうに思います。

　バスの件ですけれども、やはり、これ

には市民の税金が費やされているわけで

すから、市民から見て、その税金が有効

に利用されている、活用されているとい

うふうに思っていただけるようにするに

は、どうするのかということで、なかな

か実際にやってみないとわからないとい

う部分もあろうかというふうには思いま

すけれども、例えば淀川の河川敷にバス

が走っていたとか、堤防にバスが走って

いたとか、聞いてる話では別府の村の中

もバスが走っていたとかいうようなこと

を年配の方から聞いたりするんです。バ

スの便は、本数は少なかったかもわかり

ませんけれども、そういうふうな意味か

らすると、村の中まで走ってたというよ

うな状況が、かつてあったようには聞い

ておりますので、今後のバスのあり方と

いうのは、どういうふうなあり方をして

いくのかというふうなことは、今まで既

にその協議をされてて、検討はされてい

るというふうには思いますけれども、摂

津市全体のバスのあり方は、現状として

は、どういうふうな集約をされてて、今

後どういうふうに考えていくというふう

なことで、今はどうなってるのか、ご答

弁をいただきたいというふうに思います。

　千里丘駅前広場管理事業の件に関して

は、この点は、やはり速やかに協議が整

うようによろしくお願いしたいというふ

うに思います。

　ＪＲ東海の地下水汲み上げの件ですけ

れども、今は堤防というか、河川敷の高

さの件をおっしゃいましたけれども、そ

ういうふうなのを想定して、やはりチェッ

クといいますか、調査といいますか、そ
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ういうふうな部分もやっていかなければ

ならないのかなというふうに思いますの

で、またこれは、要望ですけれども、そ

ういうふうな部分、その摂津市という地

域は、特に安威川以南は水に悩まされた

地域であります。そういうふうな地域で

ありますから、想定できることは事前に

想定していただいて、浸水がないように

進めていただきたいというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。

　それと、耐震の件で、棟続きの住宅の

件ですけれども、なかなか難しいという

ふうなことでありますけれども、しかし

ながら、建築するときには、これは摂津

市を通過して、その建物に大阪府が建築

確認をおろさせたというような経過があ

ります。そうしたら、建てるだけ建てて、

そうしたら、今後の部分は、いや、難し

いですねんとか、いや、しんどいですね

んというふうなわけには、やっぱりこれ

はいかないと思うんです。行政としては、

やっぱりその対策というのは、やはり考

えていかないといけませんし、いや、こ

れは個々の家だから、いや、どうもでき

ませんねんとか、これは双方で話し合っ

てくださいとか、そういうふうなことで

済んでしまうと、結局、解体ができなかっ

たりとか、もしくは、耐震のそういうふ

うな部分にも手をつけれなかったりとい

うふうなことにもなってきますから、今、

空き家対策のそういうふうなこともあり

ますけれども、空き家でそのままほった

らかしで、その空き家の隣、隣接する隣

の家の人が迷惑がかかって、苦労すると

いうふうなことも、やっぱり生じかねま

せんし、実際には起こってるところもあ

りますので、やはりその点を何らか考え

ていただきますように、これは要望とさ

せていただきますので、高齢化社会になっ

てきていますから、団塊の世代の方が、

どんどんと年をとってこられて、年金生

活者がふえてこられて、そういうふうな

部分を経済的な部分でさわりにくくなっ

てきてますから、速やかにその対策をと

らないと、ますますさわれなく、費用を

負担できなくなってきますので、これは

摂津市だけの問題じゃないですけれども、

仮に摂津市でそういうふうな対策ができ

ると、これは全国的にできるようなこと

になりますから、ぜひとも考えていただ

いて、よろしくお願いしたいというふう

に思います。

　それと、都市計画道路の廃止に伴って

の用地買収はということでお聞きをしま

した。以前からずっと質問はさせていた

だいております。この点はやはり、大き

な問題だと私は思っておりまして、今後

の摂津市のまちづくり、都市計画に関し

て大きな問題だというふうに思っており

ます。今まで何回も聞いておりますけれ

ども、大阪府に対してもそうですし、指

導に関しては摂津市なわけですから、そ

の点をどういうふうに実際に買収に入っ

ていくとか、そういうふうな摂津市の道

路に関しては、摂津市が進んで入ってい

くような気があるのかどうか、この点、

お聞きしたいというふうに思います。よ

ろしくお願いします。

　続いて、花壇等の維持管理充実事業に

ついて、市の花、つつじの件ですけれど

も、これから、計画が今までなかったと

いうか、市の花をどうしていくかという

ふうなことがなくて、恐らく皆さんがこ

の花きれいなと、これを進めていこうか

というふうなことで進められて、皆さん

の見解が違った中で進められたというふ

うに思うんです。つつじの花になったと

いうふうなことは、そのときに考えられ

たのは、なぜ摂津市がつつじの花になっ

たかという理由があってできているわけ
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です。やはり先人の方が考えられたこと

を、その後引き継いでいかなければなら

ないというふうに思いますし、もし、つ

つじ以外の花をどんどん進めたりしてい

けば、その花を摂津市の花にすればええ

わけであって、ぜひとも、もっとＰＲを

していただきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いします。

　それと、公園維持管理事業についてで

すけれども、自治会等が行事をやってい

るところは、それはそのときにそのとき

に、例えば夏祭りがあるから、その前に

切ってほしいとかというふうなことで、

話をして、切っていただいているという

ふうなことですけれども、自治会が一切

利用されない公園に関しては、雑草がか

なりの高さまできて、そこで雑草除去さ

れているということになっているのでは

ないかと思いますので、住民がその地域

に、公園の周りにいなくても、事業所の

他市から働きに来られている方は、そこ

で休憩をとられたり、もしくは、そこで

お昼ご飯を食べられたりとか、そういう

ふうなことで見られますので、やはり、

そういうふうな方にも緑を提供していた

だきますように、その点はよろしくお願

いしたいというふうに思います。

　それと、水防団の件ですけれども、こ

れは淀川右岸水防事務組合のほうでとい

うふうなことでありますけれども、水防

団の方が、ここ何年かの間に何度か大雨

洪水警報等が出てますよね、そのときに

出動の要請が全然ないんだと。消防団と

水防団両方入ってて、本来であれば、水

に関してですから、水防団のほうなんで

しょうけれども、消防団のほうからの要

請はあっても、水防団からの要請がない

んだというふうなことを言われてる方が

おられますので、その辺どうなってるの

か、恐らく、今、答弁は無理だと思いま

すので、向こうに確認をしていただいて、

実際に出動しなければならないといいま

すか、やはり訓練を受けておられる方で

すから、そういうふうな要請というふう

なのはどうなってるのか、確認をしてい

ただいて、よろしくお願いしたいという

ふうに思います。

○藤浦雅彦委員長　では、最後の質問は

後日ご報告いただくということで、その

他の答弁を求めます。

　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、森西委

員の３回目のバスに関する質問に対して

答えさせていただきます。

　バスは、路線の設定に関する自由度が

大きくて、路線変更など、需要の変化に

応じる設定はできやすい乗り物で、さま

ざまな対応が可能だとは思いますが、ま

ず、市内循環バスの路線バスなんですが、

これは皆さんから料金をいただいて運行

していることから、道路運送法上の陸運

局の申請等が必要になってきます。その

際には、やはり道路の幅員だとか、バス

停の位置だとか、そういったものが審査

になってきます。それで、まず路線バス

に関しては、そういった制約が出てきま

すので、先ほどおっしゃったように別府

だとか、淀川の河川敷だとか、そういっ

たところは対象から外れるような形なっ

てきますので、今の幹線といいますか、

府道ですね、正雀一津屋線だとか、今の

ルート、陸運局が許可するような運行ルー

トで運行ルートを定めなければいけない

かなと感じております。

　公共施設巡回バスのセッピィ号につい

ても、鳥飼のほうで、同じように、近鉄

とか阪急、京阪が路線バスが運行してい

る、それ以外のところを補完するバスと

して、平成１８年から運行してるかとは

思うんですけども、そのときもいろいろ

－33－



議論あってこうなったんだとは思います。

現行で運行している市内循環バスと公共

施設巡回バス、これを基本にして、今後

も市民の利便性の向上に努めていきたい

と考えております。ただ、今回、市内循

環バスにつきましては、十三高槻線の道

路整備が完了したので、正雀の駅前まで

運行することができております。公共施

設巡回バスのセッピィ号につきましても、

鳥飼地域の市民の公平性の観点から、ア

ンケート等によって、運行ルートの拡大

ですね、平成２５年８月には、鳥飼西の

ほうにも、延伸しておりますので、今後

も路線バスを補完するバスとして、路線

バスの通勤通学時間帯の採算性に影響の

ない範囲で運行のほうを進めていきたい

と思っております。

　その中で、今後も市民へのアンケート

ですね、そういうのも調査、実施しなが

ら、公共バスの利便性向上に反映させて

いきたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、森

西委員の３回目の質問にお答えさせてい

ただきます。

　道路維持作業の中でのパトロール、補

修箇所の確認というような内容であった

かと思うんですけれども、まず、道路パ

トロールでは確認はいたしておりますの

と、職員による確認、道路管理課の職員

も現場に出ることがございますので、そ

の途上で見ております。

　また、土木下水道部の職員もほかの場

所、下水の場所に行ったときにも見てま

いります。他の所属の職員でもこういう

状況がありますよという、情報もいただ

きますし、市内には職員ＯＢの方もおら

れまして、こういう状況がありますよと

いう一報をいただくこともございます。

また、地元からもいただくことがござい

まして、道路パトロールなり、管理係の

職員が現状を見に行きまして、その状況

を見て、簡易なものにつきましては、修

繕、常温合材によります修繕を行ったり、

単価契約によります小さな補修・修繕を

しましたり、大きな範囲になりましたら、

補修事業の中に組み込んでやっていくと

いうことで、順番立ててやらせていただ

いているところでございます。

○藤浦雅彦委員長　最後の都市計画道路

以外の道路の買収等の実施についてとい

うことで、実施をする考えがあるのかど

うか。

　暫時休憩します。

（午後１時５６分　休憩）

（午後１時５７分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　山本参事。

○山本土木下水道部参事　先ほど答弁さ

せていただいた内容と同様になるんです

けれども、都市計画道路以外の道路で必

要な箇所につきましては、道路区域を拡

げてということにはなります。ただ、道

路区域を定めてやるかというのは、今後、

全体的な話の中でどこまで広げるんだと

か、現状の中での整備だけをするのかと

いうようなことについては、今後、検討

の材料になろうかと思います。

○藤浦雅彦委員長　森西委員。

○森西正委員　道路に関してですけれど

も、整備をしていかなければならないと

いいますか、改善をしていかなければな

らない道路というのは、まだまだ山ほど

あるわけですよね、それを一つ一つ解決

していかなければならないというふうな

ことは、当然、お考えだというふうに思

います。社会状況によって、また、法整

備によってまた新しく変わってくること

もありますので、しかしながら、そのと

きそのときの市民からの要望といいます
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か、改善していかなければならないこと

は、一つ一つ行っていかなければらない

ですし、ただ、市民からして、そこに費

用を出しいく、安心・安全に通行できる

というのが、やはり、それはそこに住み

たいんだというふうな一つの要素にはなっ

てこようかというふうに思いますので、

全体の予算というのもありますけれども、

その点は、よく検討していただいて、特

に都市計画道路の廃止がありましたが、

難しい部分がありますけれども、今まで

の歴史の中で、もう既に売られてる方も

ありますし、そういうふうな思いもあり

ますので、それで廃止になってますから、

廃止になるんやったら売らなければよかっ

たという方もおられますので、その点の

今までにそういうふうになされた方も、

そういうふうな考えというのは尊重しな

がら進めていただきたいというふうに思

いますので、よろしくお願いします。

○藤浦雅彦委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、森西委員の質

問と若干重複する部分もありますが、よ

ろしくお願いしていきます。

　予算書１２９ページの、先ほども出ま

したが、し尿収集運搬委託料が昨年度と

比較して約１００万円減っております。

これは、今のご答弁で豊能町と茨木市に

処理してもらうという形で正雀下水処理

場がなくなって、大体、あのときの予定

では、１７年ぐらいで１００パーセント

の水洗化を進めた中で、そういう方向に

もっていこうという形の方向性が示され

たと思いますが、その辺のところ、どう

いう状況で推移してるのか、また、その

辺のお考えをお聞かせください。

　２番目として、浄化槽汚泥処理負担金

のところで、約５１０万円増えておりま

す。これは、排出するところの処理をきっ

ちりしてもらうという形で、負担金が増

えていると思いますが、この辺のお考え、

先ほども言われましたように、単価が上

がっているというのは先ほどの答弁で理

解しましたけど、この辺の負担金、今後

ともふえていくのか、その辺の推移をお

聞かせください。

　それと、３番目として、予算書１３５

ページ、神安土地改良区負担金の１，７

８３万円、この内容をお聞かせください。

　続きまして、予算概要の７４ページ、

農業水路整備事業の用水側溝改良工事３

８０万円の内容をお聞かせください。

　予算概要８０ページ、５番目としまし

て、交通安全啓発事業５３０万円の内容

をお聞かせください。

　６番目、放置自転車等対策指導委託料

１，３０３万７，０００円、昨年度と比

較して増になっております。この内容を

お聞かせください。

　７番目、モノレール駅自転車・自動車

駐車場管理事業、駐車場管理委託料が４，

０２２万６，０００円、昨年度と比較し

て２２８万５，０００円の減になってお

ります。これの内容をお聞かせください。

　８番目、摂津市駅前及び千里丘駅東自

転車駐車場管理事業の駐車場管理委託料

が、１，９９３万円で１８３万円の増に

なっております。内容をお聞かせくださ

い。

　９番目として、道路反射鏡設置事業、

昨年度は１２基で、本年は２００万円で

１０基になっております。この内容をお

聞かせください。

　１０番目、道路反射鏡点検保守事業の

ところで、清掃を含んで６６万円になっ

ております。この内容をお聞かせくださ

い。

　１１番目、公共施設巡回バス運行事業

のとこで、内容はお聞かせいただきまし

たけれど、１，４５９万６，０００円計
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上しております。今後の展開の考え方を

お聞かせください。

　概要８２ページ、１２番目として、千

里丘駅前広場管理事業で、千里丘駅前広

場管理委託料のところで２，１３１万１，

０００円のとこで、昨年度と比較して４

０１万５，０００円増になっております。

これも先ほどからお聞かせいただいてい

るところで、管理費用がふえたというこ

とで、新たにエレベーターの管理がふえ

たということなんですが、これは平成２

５年度からエスカレーターの管理もやら

れているという形になるんですね。エス

カレーターとエレベーターと、それでエ

レベーターで同じような管理をしていく

という形で、その辺の４０１万円増えた

ことについて、もう一度説明をお願いし

ておきます。

　１３番目、道路維持事業のとこで、４，

５００万円となって、昨年度より５００

万円減になっております。この説明をお

願いします。

　予算概要８４ページ、１４番目として、

市内側溝改修事業５００万円、これの内

容を説明してください。

　１５番目として、狭隘道路整備事業、

これも先ほどから１，０００万円の内容

をお聞かせいただいておりますが、平成

２０年度は今の答弁の所で、私の聞き違

いかもわかりませんが、年間１０件と、

平成２５年で２件、２６年度で２件とい

う形で、平成２６年度は２００万円で推

移した中で、今、協議の部分もあって、

予算としては１，０００万円上げている

という形の理解はしたんですけど、その

辺で、まだ協議の部分でそれが使われて

いくのか、２０年度から始められて一応

五、六年経緯しております中で、これを

もっと使いやすいような形のものに変え

ていくようなお考えはあるのか、当分は

こういう形の推移をした中で、もっと徹

底したＰＲを進めていくのか、その辺の

考えをお聞かせください。

　１６番目として、交通バリアフリー整

備事業の５００万円の内容をご説明くだ

さい。

　１７番、自転車歩行者道路整備事業、

新規で３５０万円の内容をお聞かせくだ

さい。

　１８番目としまして、予算概要８４ペー

ジの、先ほどから出ておりますが、橋梁

長寿命化修繕事業、平成２６年度は４，

５００万円、平成２７年度は８，３００

万円になっております。内容をお聞かせ

ください。

　概要８６ページの排水路等しゅんせつ

事業、８００万円になっています。平成

２６年度は８７０万円で、７０万円減に

なっております。この内容をご説明くだ

さい。

　２０番目として、ポンプ更新設計委託

料８９８万９，０００円、平成２６年度

は４００万円という形で、ポンプを更新

していくという形であろうかと思います

が、この辺の年次計画とか、更新計画を

教えていただきたいと思います。

　予算概要の９０ページの２１番目とし

て、花いっぱい活動助成事業１７３万１，

０００円についてお聞かせください。

　２２番目、緑化推進事業９０万９，０

００円、これは多分、誕生記念植樹かと

思いますが、この内容をお聞かせくださ

い。

　概要９２ページ、公園管理委託料８，

１２２万円、平成２６年度は７，４６５

万１，０００円で、６５６万円増えてお

ります。この内容をご説明ください。

　２４番目、公園遊具点検業務委託料１

６０万円の内容をご説明ください。

　２５番目として、公園台帳作成委託料
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１３７万円の内容をご説明ください。

　２６番目として、公園等日常点検業務

委託料、これは先ほど答弁ありましたよ

うに、長年勤められていた職員がおられ

ないようになって、新しく業務委託をし

てパトロールを２名で点検するというこ

となんですけど、この辺で、摂津市の隅々

までよく知っている職員がいなくなると

いう形で、業務委託して、その辺の地域

の人とのコミュニケーションとかを今ま

で持っていた部分が委託になって、その

辺の継承をどう考えられているのかお聞

かせください。

　２７番目として、公園遊具補修事業９

２５万円の内容をお聞かせください。

　２８番目として、ちびっこ広場管理補

助金１２８万９，０００円、先ほども出

ましたが、第５次行革の中での項目にも

検討項目として挙げられています、この

ちびっこ広場の管理、それぞれの自治会

で管理しているちびっこ広場であります

が、そういった方向性、先ほどもいろん

な形で管理のばらつきがあるというとこ

ろで、最終３月にそれぞれ管理してもらっ

ている内容を報告してもらうという形に

はなっておりますが、繁茂の状態とか、

そういうところを管理していく部分で、

自治会とのコミュニケーションをとって、

安心してちびっこ公園を使ってもらえる

ような指導をどうされていくのかお聞か

せください。

　予算概要９８ページの水防事務事業の

淀川右岸水防事務組合負担金５２０万３，

０００円の内容、それと水防事業の水防

資材１５万円の内容をお聞かせください。

○藤浦雅彦委員長　では、順次答弁をお

願いしたいと思います。

　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、野原委

員の質問のうち、道路交通課にかかわる

質問に対して答弁させていただきます。

　まず１点目が、交通安全啓発事業５３

０万の内容についてでございますが、ま

ず交通安全推進員の賃金として２７９万

５，０００円、それと消耗品として２４

４万５，０００円と印刷製本費６０万円

ですが、春・秋の交通安全運動の推進及

び市民への交通安全意識啓発のために配っ

ているティッシュだとか、交通安全啓発

の看板、それと今年度から開始しており

ます運転免許証自主返納のジャンパーに

要する予算等になっております。

　それから、放置自転車等対策指導委託

料１，３０３万７，０００円の３６万１，

０００円の増額についてでございますが、

これは駅周辺における放置自転車を指導

するシルバー人材センターへ委託してい

る内容でございます。来年度の労務単価

上昇を見越した増額分を計上し、１，３

０３万７，０００円計上させていただい

ております。

　それから、モノレール駅自転車・自動

車駐車場管理事業の４，０２２万６，０

００円、２２８万５，０００円減額となっ

ていることについての内容ですが、これ

は今年度から指定管理者が変更した初年

度で、設備関係が確定していない中での

予算であったので、債務負担の上限を要

求しておりましたけれども、今回、補正

は減額してないんですけども、その辺が

確定したことで、３４７万３，０００円

の減額として、その確定したことによっ

ての減額でございます。

　それから、摂津市駅前と千里丘駅東自

転車駐車場についてですが、一部、機械

の入れ替え等を検討しているので、コイ

ンポスト等の機械関係なんですが、その

辺の入れ替えを検討しておるので１８万

３，０００円の増額を見ております。

　それから、道路反射鏡設置事業２００
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万円についてですが、過去にも２００万

円の予算で１１か所や１３か所の設置を

しておりました。今回は昨年から５０万

円減額で予算計上させていただいておる

んですけども、予算の中で要望に応えら

れるように、それぞれ反射鏡の設置の内

容も違いますので、例えば、電柱に共架

するタイプだとか、あるいは単独柱だと

か、タイプによって金額が違うんですけ

ども、できる限り前年度同様の要望に応

えられる設置数にしていきたいなと考え

ております。

　それから、バスの今後の展開、これは

公共施設巡回バス、１６２万円増額して

おりますが、これは先ほどもお話しさせ

ていただいたように、高速ツアーバスの

事故に端を発して、公共施設巡回バスと

いうのは貸し切りバスになるんですけど

も、その適正化とか改善を図るための運

賃料金制度が変わったことで、今回、増

額となっております。展開についてとい

うのは、運行ルート、運行時間、そのあ

たりの変更は何もございません。

　それから、交通バリアフリー整備事業

５００万円についてですが、交通バリア

フリーの基本計画に基づいたＪＲ千里丘

駅と阪急正雀駅周辺の特定、準特定道路

での整備だとか、あるいは幹線道路の交

差点の歩道改良などを行っておりまして、

平成２７年度で予定しているのは、香露

園のガランド水路沿いの香露園６号線、

７号線において、歩道部分の横断防護柵、

あるいはグリーンベルトなどの施工を考

えております。

　それから、自転車歩行者道路整備事業

についてですが、これは阪急摂津市駅北

側、境川右岸の、現在、放置自転車対策

で閉鎖している、大阪府が管理している

河川敷なのですが、そこを周辺の住民の

利便性の向上のために、自転車歩行車道

路として整備するために、平成２７年度

３５０万円の予算をもって道路詳細設計

委託を行うという内容でございます。

　それともう１点、道路反射鏡点検補修

業務でございますが、点検の内容は鏡面

の清掃あるいは支柱、フード、鏡面の損

傷ぐあいを確認し、報告させております。

○藤浦雅彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、野

原委員の１回目の質問にお答えさせてい

ただきます。

　千里丘駅前広場管理委託料が２，１３

１万１，０００円と、４０１万５，００

０円増額されたが、その内容はというお

問いでございました。森西委員と同様の

質問でございますけれども、千里丘駅橋

上連絡通路が、今、先ほども都市整備部

のほうからご説明がありましたように、

午前１時ごろから午前５時ごろまで、シャッ

ターが閉まったような状態になっており

ますので、エレベーターを設置後、２４

時間の自由通路としてできた場合の通路

の管理委託料が増額したものでございま

して、平成２６年度、途中からなるだろ

うということで、その分の委託料も増額

はされておったんですけれども、２６年

当初から、高齢介護課よりエスカレーター、

東口、西口のエスカレーターについては、

管理引き継ぎをして、道路管理課のほう

で管理をいたしております。エレベーター

につきましては、年度の途中で起こり得

るだろうということで、途中からの分が

上がっておったんですけれども、まだ今、

暫定の状態でおりますので、管理引き継

ぎができましたら、今度は１年分という

管理が出てまいりますので、その分を上

乗せした分が４０１万５，０００円になっ

ているものでございます。

　それと、道路維持事業の修繕料が５０

０万円減で４，５００万円になったがと
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いう内容でございますけれども、おっしゃ

るように維持事業での修繕料は昨年の５，

０００万円から５００万円減になりまし

て、４，５００万円になってございます

けれども、道路維持費全体でいきますと、

来年度におきましては橋梁修繕のほうに

８００万円別立てでいただくようにお願

いしております。また、街路灯の修繕も

６００万円という形で、合計５，９００

万円になりますので、トータルでいきま

すと９００万円の増になっておりますの

で、それをもって適正な維持管理をして

まいりたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。

　それと、側溝の改良、改修事業でござ

いますけれども、これも平成２０年度か

ら、道路にありますＵ型側溝をＬ型側溝

への改修に着手しております。当時、経

年変化によって排水が不良になっておる

だとか、側溝の清掃が難しいだとか、深

いだとかいうことで、あと、道路幅員が

狭小であるために、落ち防止でＬ型にす

れば落ち込みがないんじゃないかと、有

効幅員といいますか、人がよけられる場

所もとれるんじゃないかというようなこ

ともありまして実施しているものでござ

いまして、平成２６年、今年度におきま

しては、三島２丁目の味舌小学校の西側

の道路をＵ型側溝をＬ型にして、人がよ

けられるスペースをつけたというふうに

やっておるところでございます。

　１５番目の狭隘道路についてでござい

ますけれども、先ほどの説明が不十分で

ございまして済みません。平成２０年度

から創設しておりますけれども、当時は

２０件程度あれば、１件当たりが１００

万円とすれば、２０件程度は処理できる

かなということで、２，０００万円とい

う額を上げておりましたけれども、実数

に合わせまして、今、１０件程度なら対

応できる、１，０００万円、それぞれ事

業ごとで額が変わってございますけれど

も、平均して１００万円程度あればいけ

るかなということで、１０件で１，００

０万円、平成２６年度、今までに終わっ

ているのが２００万円ございまして、残

りの分を置きますと５００万円弱になる

ということで、５００万円を補正で減額

しておるものでございます。委員がおっ

しゃるように、もうちょっとＰＲをとい

うことでございますけれども、どうして

も受け身でございますので、建築確認の

申請に来られたときに、こういう助成制

度がございますよと、これを使って少し

でも、次に住まれる方、皆さん住まれる

ときにも十分通れるような幅員ができる

んですよという説明を都市整備部の建築

課と一緒にご説明させていただいて、認

知度は多少増えてきたのかなというふう

には思っております。事前協議も昨年は

１６件ございまして、ことしも今までに

１５件ございますので、それぞれの機能

できているのかなというふうには思って

おります。

　それと、橋梁長寿命化修繕事業につい

てでございますけれども、平成２６年度

につきましては、柳田橋の耐震補強に３，

６００万円、当初上げておりました。そ

れと、実施設計委託、新在家鳥飼上線無

名橋に４００万円上げておりました。そ

れと橋梁長寿命化以外の、小規模な橋の

点検という形で５００万円、合わせて４，

５００万円を計上させていただいており

ましたけれども、平成２７年度につきま

しては、引き続き柳田橋の耐震補強に５，

７００万円と無名橋の修繕、先ほど今年

実施設計いたしております無名橋の修繕

に８００万円、それと、防領橋と柳田歩

道橋の修繕の実施設計に、２橋分で８０

０万円、それと、長寿命化修繕以外の定
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期点検の分が１，０００万円、合わせて

８，３００万円となっております。

○藤浦雅彦委員長　竹下課長代理。

○竹下公園みどり課長代理　野原委員の

公園に関係しますご質問に対して、ご答

弁申し上げます。

　まず、花いっぱい活動の件でございま

すが、この花いっぱい活動の助成につき

ましては、現在、市内３３団体の方々が、

全体の花壇５０か所のうち３０か所に四

季折々の花を植えていただくというよう

な形で管理いただいています。こういう

団体の方々に対して、花の苗であったり

とか、あと種、それと土を助成いたして

おるものでございます。

　それから、緑化推進事業の内容でござ

いますが、委員もご承知であるように、

誕生記念植樹祭に関係する費用でござい

ます。誕生記念植樹樹木代、それから誕

生記念に関係して自宅に配付する樹木等々、

あと、既に過去に植栽しました記念樹、

これが枯れておったりとかしましたら、

この予算でもって植樹し直すということ

になります。

　それから、公園管理委託の件でござい

ますが、６５６万円が増額になっている

理由なんですけど、これは来年度から、

委員もご承知かと思いますが、いわゆる

吹田操車場跡地まちづくり整備の中で、

明和池公園、それから、あと緑の遊歩道

といいまして、千里丘駅から岸辺駅まで

の間を通る緑道でございます。それから、

一部、河川の上面の緑地でございます。

計３か所の維持管理がふえる関係の費用

で、例えば、樹木の低木の剪定であった

りとか、あと灌水等々の予算の計上をい

たしておる次第でございます。

　それから、公園遊具の点検でございま

すが、これにつきましては委託発注をし

ておるわけなんですけれども、いわゆる

国の基準でもって、専門業者のほうに発

注いたしております。ランクのほうはＡ

からＤまでに分けさせてもらっていると

ころでございますが、平成２６年度にお

きましては、Ｄ判定が３１件判明しまし

た。これについては、ほぼ今年度で撤去

修理のほうは終えているところでござい

ます。こういった市民が安全に安心して

使っていただく遊具のために、委託発注

するものでございます。

　それから、公園台帳の件でございます

が、これは都市公園法で規定されておる

ものでございます。平成１３年度より、

台帳の整備をやってきましたが、今年度、

２６年度で３５公園を台帳に整備済みで

す。来年度は、しば公園を考えておるん

ですけども、残りが６か所でございまし

て、あと、数年内には整備は全て完了す

るかというふうに思っております。

　それから、日常点検の委託でございま

すが、これまで職員のほうで対応しておっ

て、委員が心配されているように、職員

であれば、その地域の方々とのコミュニ

ケーションをいろいろ図ってきたという

ところでございます。これにつきまして

は、当然ながら、委託業者のほうに対し

ても、先ほどご答弁申し上げましたよう

に、注意啓発を業者で行っていくという

ことになっていますので、当然それには

地域の方々との連携とか、あとコミュニ

ケーションが大事なことです。これにつ

いては、我々職員も一緒になってちゃん

と対応してまいりたいなというふうに考

えております。

　それから、９２５万円の補修費でござ

います。これは、公園の遊具の補修事業

でございまして、先ほど公園の遊具の点

検のご報告をさせていただいたかと思い

ます。平成２７年度も点検業務を発注す

る中で、やっぱりＡからＤまでのランク
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がある中のＣというのが、すぐＤランク

のほうへ老朽化によって判定されるとい

うケースもございますので、その辺のと

ころは今年度の遊具点検を踏まえた形で、

この遊具の修繕については図ってまいり

たいなというふうに考えております。

　それと、最後になるのですが、ちびっ

こ広場の管理でございます。これについ

ては、市内でいうと９０か所のちびっこ

広場を地域の自治会に管理いただいてお

るところでございます。私のほうも地域

の自治会から、特に夏場の草の除草関係

で非常に難渋されておられるという声も

聞いたりとか、やっぱり管理はなかなか

できないというふうなお声も頂戴いたし

ております。あと、やっぱり今までと違っ

て少子高齢化という影響もあって、高齢

者の方がなかなか小さい公園であっても

管理しにくいというご意見も頂戴してお

ります。やはりちびっこ広場といいます

のが、地域のための広場であるというふ

うに認識しておりまして、地域のための

ものである。そういうところを再度自治

会の役員、自治会長を含めて、ご理解い

ただけるような、そういうお話は常にさ

せていただいております。例えば、ちびっ

こ広場でお祭りを行うときには、地域の

自治会が優先されるところもございます

ので、そういう地域、地元が自分たちの

広場であるというふうな形の認識をもっ

てもらうように、働きかけている次第で

ございます。

○藤浦雅彦委員長　樫本課長。

○樫本下水道事業課長　野原委員のご質

問のうち、下水道事業課に係るお問いに

対してお答えさせていただきます。

　まず４番目の、用水側溝改修工事３８

０万円を今回上げさせていただいており

ます。昨年度の決算のときに、野原委員

よりのご指摘があったとおり、工事費に

つきましてご質問があったのですけれど

も、来年度の工事につきましても、でき

るだけ、この予算の中でいける範囲まで

は全部側溝を埋めてしまうようなことで、

やっていきたいと考えております。ちな

みに、今年度につきましても、そのよう

な方向で仕事をさせていただいておりま

すので、その経験をもとに来年度もこの

金額で予算の計上をさせていただいたと

いうような次第でございます。

　それから、排水路等しゅんせつのほう

で７０万円の減額になっているというこ

とについてのお答えです。この排水路の

しゅんせつにつきましてなのですが、平

成２２年度に８６０万円ほど使ったこと

がありますけれども、それ以降につきま

しては８００万円を切っている状態でずっ

と経過しております。今年度もそのよう

な見通しにはなっております。ですので、

財政方との協議もあったんですけども、

現状にできるだけ即すようにというよう

な形のこともあったものですので、今回

は８００万円で予算を計上させていただ

いたというような次第になっております。

　それから、ポンプの更新に係る年次計

画や更新計画などはないのかというお問

いにお答えさせていただきますが、今回、

ポンプの更新ということで８９８万９，

０００円を新たに委託料としてつけさせ

ていただいています。それから、ここ２

年ほどずっと続けてやらせてもらってい

るんですけども、排水路ポンプの更新の

工事、これは排水路ポンプ管理事業の修

繕費の中に含まれている部分ですけども、

これが市内で７か所のポンプの取り替え

を考えておりまして、来年度で五つ目、

六つ目というような形になっています。

この分につきましては、計画的にはさせ

ていただいたということになっておるん

ですけども、今後やはり大きなポンプ場
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につきましては、今回あげさせていただ

いているとおり、更新をいろいろ長寿命

とか更新とか、そういうものに関しまし

ては、その辺をまた考えていかないとい

けないかと思っています。あと、ほかに

つきましては、設備がそれほど大きくな

いものにつきましては、年間の管理委託

をしております。その中で結果が出た中

で、状態を把握しながら、必要なものに

ついては修繕をしていかないといけない、

そういうような形で、毎年、事業のほう

は進めさせていただいております。

　それから、水防資材１５万円の内容に

ついてというご質問について、お答えさ

せてもらいます。これについては、主に

土のう袋を買うことを目的にしておりま

す。あと、それ以外に小さな電動ポンプ

を買っていきたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　石川次長。

○石川土木下水道部次長　下水道業務課

にかかわる質問について、お答えいたし

ます。

　まず１点目の、し尿収集運搬委託料で

ございますけども、こちらにつきまして

は、前年度より１００万円減額としてお

ります。内容につきましては、基本委託

料、それから不定期の収集に対する委託

料というのがございまして、基本委託料

というのは２台収集に必要な委託料とい

うことで、これについては微減という状

況でございます。不定期の収集、こちら

については２台収集ではなくて３台目が

必要になるような場合の委託料というこ

とで、これについては前年度より回数を

減らしたと。これは、平成２６年度の実

態を見る中で回数を減らして、委託料を

減額しているということでございます。

　それから、クリーンセンター廃止の折

には、基本的には１７年でし尿であると

か浄化槽汚泥がなくなるという想定をし

ておりました。これは過去５年間で、大

体、年間２００キロリットルずつ減って

いるというようなことから、単純計算す

れば１７年で３，４００キロリットルと

いうことなので、ゼロになるという、こ

ういう想定をしたわけなんですけども、

この想定というのは、吹田市から、し尿

処理費の増加ということについて応分の

負担をしていただく、その根拠として、

こういった仮定をして、その仮定に基づ

く差額を応分負担としていただいたと、

こういう１７年ということでございます。

　実態はといいますと、２５年の１０月

以降、処理方法が変更になっているんで

すけども、当初、平成２５年度は前年に

比べて２００キロリットル減るのかなと、

３，４００キロリットルぐらいになるの

かなと思っておりましたけども、前年、

平成２４年度とほぼ同量でございました。

今年度、平成２６年度の見込みですと、

３，３００キロリットルですから、平成

２５年度の３，７００キロリットルから

３，３００キロリットルということで、

４００キロリットル程度の減少は見込ん

でおるわけなんですけども、当初予定し

ていた減り方に比べて、平成２６年度末

で見ますと１７０キロリットル程度多く

なっています。

　し尿については、確実に減少しており

まして、平成２５年度１，２８０キロリッ

トルというのが、今年度末見込みで１，

０６２キロリットルということで、これ

については予定どおり減少していってい

ると。

　ただ、浄化槽については、これは変動

の要因として、一つは水洗化が促進され

る、下水に接続される段階で浄化槽汚泥

の汲み取りというのが発生しますので、

接続件数がふえれば、量も増えることに

なります。さらには、浄化槽の清掃点検
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というのが、毎年確実に実施されている

というような状況ではございません。年

度によって、ばらつきもあるということ

から、浄化槽の設置件数としては確実に

減少はしておりますけども、それに比例

して浄化槽汚泥が減っているというよう

な状況ではないと。ただ、浄化槽は確実

に減っておりますので、将来的には確実

に処理量も減少していく、ただ、年度間

でのばらつきはあるということでござい

ます。

　今言ったような理由から、浄化槽汚泥

の負担金ですけども、前年より増額になっ

ております。前年の平成２６年度当初の

見込みで２，１００キロリットルを予定

しておりましたけども、平成２６年度見

込みが２，３００キロリットル近い処理

量ということで、こういった実態を見な

がら平成２７年度の予算を計上しており

ます。そういった理由で浄化槽汚泥につ

いては増額になっているということでご

ざいます。

　次に、神安土地改良区負担金でござい

ますけども、内訳としましては経常負担

金、それから排水施設の維持管理費負担

金、冬期送水維持負担金、親水緑地施設

維持管理費負担金、府営事業の排水樋門

水位監視施設の管理費負担金という項目

がございまして、経常負担金というのは、

神安土地改良区の区域というのが都市化

の影響によって雨水等が水路にかなり入っ

てくるというようなことから、経常的な

経費の一部を関係市が負担していこうと

いう意味合いのもので、これが大体１１

０万円ございます。

　それから、排水施設の維持管理負担金

でございますけども、これについては水

路等に都市化の影響により雨水が浸入す

るということから、水路の管理費に対し

て関係市が応分の負担をしていこうとい

うことで、これは合流区域ですとか、分

流区域によって、それぞれ賦課割合とい

うものが決まっておりまして、そういっ

た割合をもとに面積を計算し、その面積

に応じて負担金を支払っているというこ

とでございます。

　それから、冬期送水維持負担金でござ

いますけども、これは別府地域における、

冬期の防火用水ですとか、悪臭対策とし

て送水をしてもらっておりますので、こ

れに対する負担金、これが２５６万５，

０００円となっております。

　それから、親水緑地施設の維持管理負

担金でございますけども、これは地元等

の水路清掃等に対する負担金ということ

で１５万円を計上しております。

　それから、府営事業の排水樋門水位監

視施設管理費負担金でございますけども、

これについては番田水路にある水位監視

施設に対する負担金ということでござい

ます。これが１１０万円でございます。

全体で１，７８３万円、これが負担金の

内容でございます。

　それから、淀川右岸水防事務組合の内

容でございますけども、淀川右岸水防事

務組合では、総務費、それから水防費、

議会費等の項目を積み上げておられまし

て、こういったものに対して本市が一定

の割合で負担しております。負担割合に

つきましては、淀川の堤防の延長割合と

いうことで５．４パーセント、これが本

市の負担割合、分賦率となっております。

こういったことから、予算額を計上して

おります。

○藤浦雅彦委員長　もし答弁漏れがあれ

ば、２回目で質問をお願いします。

　野原委員。

○野原修委員　それでは、２回目の質問

をさせてもらいます。

　し尿収集、浄化槽汚泥に関しましては、
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一定理解できました。今後とも、できる

だけ早期に解消できるような、また努力

をしていただきたいと、これは推移を見

守っていきたいと思います。

　続きまして、神安土地改良区に関しま

しても、一定理解できましたので結構で

す。

　農業水路整備については、予算を立て

ている以上、そういう形できっちりと予

算を消化できるような形で、中止になっ

たとか、協議でそういうことがなくなる

ということのないような形で進めていた

だきたいと思います。

　続きまして、交通安全啓発事業のとこ

ろでの５３０万円の内容、春と秋の交通

安全とか、運転免許証返納のジャンパー

ということでお聞きしました。内容とし

て、平成２７年６月から自転車利用者の

取り締まりの内容が変わっていくと、そ

ういう形も始まると思いますので、この

辺に対しての市民へのＰＲというか啓発、

また私も毎年、春と秋の交通安全キャン

ペーンで千里丘駅に行かせていただいて

いるんですけど、なかなか市民の方に、

ティッシュを配ったり、いろんなチラシ

を配ったりするという形だけじゃなくて、

摂津市でこういう取り組みをしていると

いうことで、摂津市にはセッピィとか、

そういうキャラクターがいてますので、

そういうものをもっと活用した形で、摂

津市ということを、他市からも通勤で来

られている方もいますので、その辺でＰ

Ｒするような、その辺のお考えはないの

かお聞かせください。

　続きまして、放置自転車対策指導委託

料、これは内容としては、過去からの推

移として人数が多かった分を減らしたり

して、大分、放置自転車に対する台数も

少なくなってきたと思いますが、なかな

かこれで市道にかかって放置している分

は撤去できますが、それの境目とか、そ

ういう中でいろいろ地域の方も苦情を出

されていると思いますが、その辺の指導

員に対する徹底というのか、どういう形

でトラブルのないような形で、この委託

をしているのか、その内容をお聞かせい

ただきたいと思います。

　続きまして、モノレール駅の件に関し

まして、これはアマノマネジメントサー

ビス株式会社に指定管理のとこからやら

れるかと思うんですけど、どうしても自

動車が出るときに、なかなかゲートがあ

かないで、その辺で苦情を申し入れても、

なかなかその対応がスムーズにいかなかっ

たというような形を聞いております。そ

の辺の対応をどう処理されて、今どうい

う形になっているのか、お聞かせくださ

い。

　続きまして、摂津市駅の駐輪場であり

ますが、どうしても今、満杯になって、

境川のところに新しく駐輪場を増設する

というような話も出ておりますが、どう

しても前かご、後ろかごつき自転車に乗っ

た子育て中のお母さんが摂津市駅前に持っ

ていっても、平面駐輪場がいっぱいで置

けないという苦情をよく聞きますし、ま

た実際、目の当たりにすることもありま

す。どうしても一番置きたい人が置けな

いというような形に対する、その対応を

どう考えておられるのか、お聞かせくだ

さい。

　続きまして、反射鏡であります。先ほ

どからありましたように、反射鏡が地域

でそれぞれ要望があって、つけられてい

ると思いますが、まだ、要望として、こ

れは１０基で足るのか、それとも２０基

要るのか、そういう形のとこは毎年、予

算で２００万円しかとれないので、１０

基から１２基という形にされているのか、

要望がそういう形の要望の台数になって、
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こういう予算になっているのか、その辺

のことをお聞かせいただきたいと思いま

す。

　それと、千里丘中央線が平成２７年度

改良されます。そこで今ついております

反射鏡はつけかえになるのか、また、そ

の辺の考え方は、どういう考え方を持た

れているのかをお聞かせください。

　それと、反射鏡点検補修事業のとこで、

清掃を含んで６６万円ということでお聞

きしました。これは多分、全市を回られ

ているのか、安威川以南、以北と分けら

れて、そういう形で年間６６万円では到

底全市的には回れないと思いますが、ど

ういう形でこの清掃を回られているのか。

そのときに、一応、清掃のときにいろい

ろ角度の修正とか、やられていると思い

ますが、修正をやられているのだったら、

私も何年か同じとこを通っても同じよう

な形で、修正されているようには思わな

いんですけど、その辺のことで、やはり

ついているものはきっちりそういう形で、

適正な形で反射鏡が有効にそういう形で

作動しているような形の指導をされてい

るのか、お聞かせください。

　公共施設巡回バスについてであります。

公平性という形で、今、交通弱者という

形で、鳥飼方面で運行されてきて、千里

丘のほうでも高齢者の方がふえて、吹田

市のすいすいバスを使って、千里丘駅の

西口の所までバスは来ているんですけど、

そこまではやはり有料で来て、それから

乗り継ぎがないという形で、無料の公共

施設巡回バスを全市的に走らせるとなっ

たら、かなり大きな金額がかかっていく

んでありますが、その辺の市民の公平性

という形の考え方で、今後どういう形の

ものを考えられているのか。

　また、過去からも何回も提案している

んですけど、その公共施設巡回バスの広

告、例えば、すいすいバスは市内の診療

所とか、そういう看板を掲げて収入をと

られているかと思います。そういう形で、

それで何ぼかでもそういう形で広告収入

を入れるような形のことは考えられるの

か、お聞かせください。

　駅前広場管理委託金のとこでの、今、

エスカレーター、エレベーターの件で、

今、多分、終電のところでの１２時まで、

エレベーターはせっかくできてるのに動

いてない、エスカレーターが１０時でと

まっているので、エレベーターも１０時

でとまっているように思いますが、この

辺の要望というか、地元要望というか、

使われている方で、終電が走っているの

に何でエレベーターはとまるんですかと

いうような形があって、終電までそうい

う形で活用される方のためにそれが動か

せないのか、その辺の考え方をお聞かせ

ください。

　道路維持事業に関しましては、金額は

減っていても、きっちりと点検はできて

いるという形をお聞きしました。

　そこで１点だけ、今はそういう形でさ

れているとは思うんですけど、都市整備

部と土木下水道部で、新設するときは都

市整備部のほうで計画されて、後の修理

なんかは土木下水道部でやられていると

いう形で、連携はきっちりとできている

のかどうかお聞かせください。

　市内側溝改修事業のとこで、私も議員

になったときに、山口部長がまだ課長の

ころですが、行ってもらって、小学校の

所で、何とか道路幅員を拡げられないか、

子どもたちの通学路のところでＬ型側溝

を入れてもらえないかということで、一

部やってもらったような覚えもあって、

今回そういう形で幅員を広げてもらった

というような形で、これは本当に子ども

たちの安心安全のためにも、そういう取
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り組みをしてもらったということで、ほ

かでもそういう形を真剣にいろいろ考え

てもらった形で、全部がＬ型側溝にして

もらったら、掃除とか地元のいろんな形

で話し合いもありますが、できれば少し

でも幅員を増やすという形では、今後そ

ういう取り組みを進めていただきたいと

思います。

　狭隘道路に関しましては、一定理解で

きましたので結構です。

　バリアフリー整備事業５００万円、こ

れも予算ありきで考えられているのか、

毎年５００万円の予算しかつかない。そ

れでも段差解消という形のところは、い

ろいろ多くあろうかと思いますが、その

辺の年次計画で進められていると思いま

すが、この辺のとこで５００万円という

のは、それで十分なのか、それとももっ

とそういう形で早く進めていかなければ

だめなのか、その辺の考え方をお聞かせ

ください。

　自転車歩行者道路整備事業は理解でき

ましたので結構です。

　次に橋梁長寿命化のところでは、一応、

理解できました。それと、先ほども出て

ましたが、無名橋のとこなんかは目視を

していくというような形で点検をしてい

くというような形を進めるようにという

国からの方向性という形のことを言われ

ているような答弁をお聞きしたんですけ

ど、それであれば、本市でも例えば、旧

阪神高速道路公団とか、その辺で働いて

おられた方で、そういう技術を持たれた

方も市内には相当おられると思いますの

で、そういう人を協働という考え方で、

研修なりを受けていただいて、職員の数

も限られた中で、そういう外部の能力あ

る方に一緒に手伝ってもらって、橋梁の

目視をできるような形で民間から入れる

ような考え方はないのかどうか、これは

部長にその辺の考え方をお聞きしたいと

思います。

　続きまして、排水路しゅんせつ事業の

ところで、このしゅんせつというのは大

切な事業で、水害とか、いろんな形であ

ふれるということで、予算は少なくなっ

てるけど大丈夫だというような答弁をお

聞きしましたので、その言葉を信じて、

そういうことがないように対応していた

だきたいと思います。

　ポンプの更新設計委託料のところも、

そういう形で７か所、順次そういう形で、

耐用年数が来ないようなところで事前予

防という形で、早目に手を打っていって

いただくという形をお願いしておきたい

と思います。

　花いっぱい活動助成事業で、３３団体

の方で、市民の方でいろいろ協力してい

ただいて、そういう花々を育てていただ

いているという形のところ、これは吉田

部長とも、建設常任委員会で行政視察に

行って、市民の方が花壇をつくって、市

内を花でいっぱいにしようというような

市を行政視察させてもらいました。また、

一番近くでは、この間、都市計画マスター

プランのときに写真も出ていましたが、

箕面市の小野原では、市民参加でやられ

ている事例もあり、うちはそういう形を

取り入れた形で、鶴野苗圃とか市場池公

園なんかで、そういうことをやっていた

だいているという形はありますが、この

予算で本当にいいのかどうか、それが心

配で、やはりボランティアであっても、

やはりそういう形のものの要る所にはきっ

ちりお金をつけてやっていくという形を

やらないと、なかなか継続性が出てこな

いと思います。その辺のところで、今後

の活動をどうしていくのかについて、そ

の辺のお考えをお聞かせいただきたいと

思います。
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　緑化推進事業のところで、これは誕生

記念植樹祭で、市場池公園ももういっぱ

いになってくるということで、これから

明和池公園のほうになるのか、また市内

のところでいろいろ考えておられるかと

思いますが、その辺の考え方をお聞かせ

いただきたいと思います。

　公園管理委託料の増額の部分はわかり

ましたので、結構です。

　公園遊具点検業務委託料、これは過去

からそういう形で、Ｄ判定の所は当然す

ぐに取り替えないとあきませんが、Ｂ、

Ｃに関しても、いち早く延命という形の

ところと、本当に事故が起こってからで

は、これは取り返しのつかないことにな

りますので、その辺を業者にも委託して

おりますが、その辺のことは取り組んで

いただいていると思いますが、今後とも

それは進めていただきたいと思います。

　公園台帳の作成委託料のところも、一

定理解できました。これは年次計画に沿っ

て、やられていると思いますが、できれ

ばこれも早い機会に、全部きっちりした

形に作成を終えていただきたいと思いま

す。

　それと、その次の日常点検業務委託、

これはパトロールで回られるという形で、

公園の点検業務委託のところですから、

過去にあずまやへ子どもがぶら下がって、

事故を起こしたということもあるので、

その辺のところは、業務点検のとこに入っ

ているのか、それはまた別なのか、その

辺のところをお聞かせください。

　公園遊具補修事業の所は、理解できま

したので結構です。

　ちびっこ広場管理補助金のところで、

先ほどもお聞かせいただいて、本当に自

治会で管理していくという形で、名前は

ちびっこ広場になっておりますが、今は

高齢者も増えてきておりますので、健康

遊具とか、いろいろ整備されてますが、

やはり自治会でもそれぞれ健康体操とか、

高齢者に対して取り組まれていますので、

健康遊具をつけてほしいという要望があ

れば、多分、それに対しては対応しても

らっていると思いますが、１個当たりの

単価が高くなってきたり、費用対効果の

面はありましょうが、その辺で、地域で

活用するという形で、そういう健康遊具

なんかの要望があったときには、どうい

うような対応をされているのか、お聞か

せください。

　淀川右岸水防事務組合負担金は理解で

きました。

　水防資材も、一応理解できました。

○藤浦雅彦委員長　暫時休憩します。

（午後３時　１分　休憩）

（午後３時２９分　再開）

○藤浦雅彦委員長　休憩前に引き続き再

開します。

　答弁を求めます。

　竹下課長代理。

○竹下公園みどり課長代理　野原委員の

２回目の質問に対してお答えを申し上げ

ます。

　まず、花いっぱい活動の件でございま

すけれども、この予算で、今後、展開し

ていく中でも大丈夫なのかというふうな

ご指摘でございますが、委員もご承知の

ように、平成２６年３月に改定しました、

みどりの基本計画では、苗圃の実践教室

などの人材育成を基本施策としながら、

各地域の都市公園に苗圃を整備していく

というふうに位置づけております。

　ですので、今後、花いっぱい活動の助

成に際しても、こういった市民団体が多

く参加されるという形になりましたら、

当然ながら、比例しまして、予算につい

ても増額をかけていきたいというふうに

思っております。
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　それと、市場池公園で、平成２６年度

誕生記念植樹祭行っているところでござ

います。先でいきますと、平成２８年４

月に吹田操車場跡地の明和池公園が供用

されるということで、それ以降は、そち

らの公園で記念植樹祭を開催したいとい

うところなんですけれども、その先の件

でございますが、委員がご心配されてい

るように、なかなか植える場所が公園の

中にございません。場合によっては、間

引き等をしているケースもございます。

　そういった難しい環境に置かれること

も、将来的に出てくると思いますので、

例えば、そう大きくならない樹種を植え

るであったりとか、今、記念植樹祭に参

加されていない方に対しては、樹木の配

布を行ってるんですけれども、そういっ

た形で配布して、個人のお庭に入れてい

ただくとか、そういうような方法を将来

的に考えていかなければならないかなと

いうふうに思っておりますので、今後、

検討してまいりたいというふうに思って

ます。

　それから、日常点検業務委託での点検

内容でございますが、これは、もちろん、

今、職員が行っておる点検内容について

は、包含する形で進めてまいります。

　ですので、遊具はもちろん、他の公園

施設についても打診もし、その辺のとこ

ろは行っていきたいというふうに思って

ます。もちろん、あと、遊具と、それか

ら、施設以外にも、砂場の状況であった

りとか、そういった所もあわせて点検し

てまいりたいというふうに考えておりま

す。

　最後に、自治会要望での健康遊具でご

ざいますけれども、これは委員もご存じ

だと思いますが、まちごとフィットネス！

ヘルシータウンせっつ事業で、これまで、

別府公園、一津屋ちびっこ広場、それか

ら、新幹線公園などで、１７基をこの事

業で設置しております。合わせましたら、

市内公園に９１か所の健康遊具が設置さ

れている形になります。

　平成２７年度においては、千里丘地区

で整備されるというふうに聞いておりま

すので、今後も保健福祉課との連携に取

り組みながらこれを進めてまいりたいと

いうふうに思っております。

　健康遊具のない公園につきましても、

地元の要望を頂戴した中で、内部で検討

して、本当に適した形で利用いただける

かどうかも勘案した上で検討してまいり

たいと。もちろん、地元と協議をしなが

ら検討してまいりたいというふうに考え

ております。

○藤浦雅彦委員長　山本参事。

○山本土木下水道部参事　それでは、野

原委員の２回目の質問にお答えさせてい

ただきます。

　千里丘駅前広場管理委託料に含まれま

す、西口エレベーターの運転時間を終電

まで延ばせないかというお問いでござい

ましたけれども、西口エレベーターの昨

年１２月からの暫定供用に当たりまして、

現在、ＪＲ西日本によりまして管理され

ているところでございます。

　今、西口にございますエスカレーター

の運転時間と合わせたという形で、今、

運転をしておりますけれども、管理引き

継ぎによりまして、本格運転時につきま

しては、終電にあわせた運転を検討して

まいりたいと考えているところでござい

ます。

　それと、都市整備部、つくる側と、土

木下水道部、管理する側の連携はどうな

のかというお問いでございましたけれど

も、都市整備部におかれましては、総合

計画にも示されてますように、景観形成

地区指定だとか、魅力ある景観形成とし
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て、南千里丘地区や吹田操車場跡地に市

の魅力となる景観をつくりますというふ

うにうたわれてるんですけれども、管理

する側、私どもは、管理だけを、どうし

ても管理しやすい方法を考えてしまうん

ですけれども、管理する側の意見も踏ま

えていただいて、景観形成に一緒になっ

て取り組んでいきたいというふうに考え

ているところでございます。

○藤浦雅彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、野原委

員の２回目の質問に答えさせていただき

ます。

　まず、交通安全啓発事業において、６

月改正の道路交通法変更のお知らせ、市

民周知の啓発と、セッピィのキャラクター

活用の考えについてでございますが、ま

ず、春の交通安全運動の際に、６月の道

路交通法改正の変更内容のお知らせにつ

いては、その内容について摂津警察署と

確認はしますが、まだ、道路交通法の改

正がうたわれたリーフレットが配られる

かどうかは、確認ができておりません。

　ただ、その前に、道路交通課が、摂津

警察署に協力をいただきまして、独自に

自転車に対する道路交通法の罰則や、あ

るいは６月からの改正内容、そして、本

市が取り組んでいる事業の紹介を載せた

Ａ３版のチラシを作成しておりまして、

それを、今後、全戸配布、事業所へ配布

し、道路交通法の周知に努めてまいりた

いと考えております。

　また、セッピィのキャラクターの活用

についてでございますが、現在、春・秋

交通安全運動初日のキャンペーン、それ

と、歩きスマホのキャンペーンのときに、

駅前でセッピィを使った啓発を行ってお

ります。

　今後、運動期間中に要望等がありまし

たら、セッピィを所管している部署へ申

し込みして、その着ぐるみがあいてまし

たら、効果的に活用してまいりたいと考

えております。

　それから、放置自転車対策指導委託料

に伴いまして、官民境界の指導に対する

徹底についてであったかとは思いますが。

　まず、シルバー人材センターに委託し

ている指導員によりまして、駅前で放置

している自転車にエフを張って、その後、

放置自転車等の対策の嘱託員が、非常勤

の職員ですが、２名の職員が移動保管す

る業者と一緒に回りまして、民地に入っ

ている部分にかかっている分については

撤去はせず、完全に公道に放置している

分について、ビデオを撮りまして、その

記録を残して撤去をしております。です

ので、完全に公道に出ている分について

撤去しているように徹底はしております。

　それから、モノレール駅自転車・自動

車駐車場管理事業につきましてですが、

済みません、先ほどの答弁で説明が不足

しておりましたので、改めて答弁をさせ

ていただきます。平成２６年度の予算は、

機械がまだ確定していなかったので、債

務負担上限で予算組みをしておりました

が、平成２７年度の予算組みにつきまし

ては、機械設備のほうが確定したことで、

見込み額がつかめたということで、この

金額を計上させていただいております。

　それから、２回目の質問の、利用客と

のトラブルが過去にあった内容について

と、その対応についてですが、昨年７月

あたりに、南摂津第二自転車駐車場で、

精算機の機械を導入しておるんですが、

その機械が誤認知したことで、料金表示

がおかしいという問い合わせがサービス

センターに入りましたが、機械の遠隔操

作、オートフォンで、電話による対応で、

サービスセンターが広島にあるんですけ

れども、そこからの遠隔操作で対応する
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予定でありましたが、利用者の方がお怒

りになられたこともあって、電話を切ら

れたということで、対応がとれなかった

んですが、その後、警備会社のほうに連

絡して、現場出動を要請したのですが、

たまたま他の事案が重なっていたという

こともありまして、大変、利用者にはご

迷惑をかけましたけれども、時間がかかっ

たというような事案がありました。

　その後の改善についてですが、誤認知

を起こしていたということがもってのほ

かですので、機械のシステムの誤認知が

ないように、再度、システム点検、改善

をかけさせております。

　それから、オートフォンで切られると、

どうしても対応ができないということも

ありますので、精算機機近くに、電話を

切らないようにと、以前よりも大きな注

意シールを張りまして、利用客のほうに

案内できるように努めております。

　また、どうしても無人の時間帯、管理

時間帯がありますので、その際で、警備

会社もおくれたようなことも考えて、連

絡体制を整えているというような次第で、

処理はさせていただいております。

　今後、このようなことがないように、

指定管理者にも注意していきたいと考え

ております。

　それから、摂津市駅の駐輪場について

でございますが、摂津市駅の駅利用者が

増えている加減で、駅周辺の駐輪場を利

用する利用客も増えているのは認識して

おりまして、ことしの７月時点において

も、以前よりも満車になる時間が早くなっ

ていると。チャイルドシートではなくて、

一般の自転車利用者から、一日３０件ほ

ど、ほかの駐輪場はどこにあるかという

ような問い合わせもあるというのは聞い

ております。

　それで、一般の自転車もそうですし、

前かご、後ろかけのチャイルドシートが

ついた自転車もそうなんですが、周辺の

土地状況を調べまして、今回、境川の右

岸側、こちらが公共用地として有効活用

できないものか、自転車歩行者道路整備

事業として上げさせていておりますが、

早期に自転車にも対応できるような整備、

駅周辺づくりに取り組んでいきたいと考

えております。

　それから、道路反射鏡設置事業につい

てでございますが、要望としては年間２

０件ほど上がってくるんですが、電柱共

架の許可だとか、あるいは設置する沿道

住民の協力、それと、現地確認による設

置場所の有無、その辺を見て、大体、年

間１０件から１３件の設置であります。

ですので、まず、２００万円の予算でこ

のあたりの設置は可能かと考えておりま

す。

　それから、千里丘中央線の対応につい

てですが、現在、吹田操車場跡地の整備

でＵＲと協議をしておりまして、道路線

形が見えてきた段階で、現場立ち会いを

行いまして、現況の見通し等、設置が必

要かどうか協議して、判断してまいりた

いと考えております。

　設置が必要となった場合は、復旧とい

う形で、ＵＲの施工の中に含めて復元を

していきたいと考えております。

　それから、道路反射鏡業務、どのよう

な清掃、修正に対応しているのかという

お問いであったかと思いますが。

　まず、体制としては、２名１組で、鏡

面のふき取り清掃、それと、鏡面にきず

がいっているかどうか、あるいはフード

や支柱の損傷具合、そのあたりを点検さ

せて、報告書にまとめて報告させており

ます。

　角度についてでございますが、市内、

全部で１，２００基を超える反射鏡を、
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２年に一回のペースで６００基ほどの数

をこの６６万円の予算でやっております

ので、方向修正まで追いつかないような

状況ですが、カーブミラーの向きがおか

しいというのがあれば報告させておりま

す。その報告に基づいて、定期修繕等の

別の予算で変えたり、あるいは道路管理

課の維持係に依頼して、方向修正を行っ

ております。

　数が多いですので、できるだけ適正に

機能が整えるような形では考えておりま

すが、幾分、目の届かないところもあろ

うかと思います。

　ただ、ふだん、市民の方々が通行する

のに利用されておりますので、仮に、違っ

た方向に向いていたら、すぐ苦情等がき

ますので、そういった苦情、要望があり

ましたら、即座に現場に行きまして、角

度を確認し、修正は行っております。

　それから、バスの公平性についてでご

ざいますが、公共施設巡回バスにつきま

しては、鳥飼地域を中心にしております

ので、鳥飼地域の公共施設、それを中心

に回って、通常の路線バスを補完するバ

スとして、鳥飼地域の利便性、足の確保

に努めておりまして、鳥飼地域の公平性

でいくと、平成２５年８月に鳥飼西スポー

ツ広場まで延ばし、できるだけ公平性を

保つように考えております。

　市内全域になりますと、やはり運行ルー

トの延伸あるいは時間、その辺を考えま

すと、今回の国の指導に基づく料金体制

も考えますと、かなりの予算が必要になっ

てきますので、なかなか困難かなと考え

ております。

　吹田市のすいすいバスは料金を取って

千里丘のほう走っておるんですけれども、

公共施設巡回バスを千里丘のほうまで運

ぶとなりますと、今ある路線バスのルー

トと同じルートを無料バスが走ることに

なりますので、バス事業者との協議も必

要になってきますし、採算性からいくと

廃線等につながることもありますので、

困難であろうかと考えております。

　広告収入についての内容でございます

が、セッピィ号の外側にラッピングする

だとか、あるいは車内のチラシ、つり広

告だとか、そのあたりは、今後、阪急バ

スとも話をしていきたいと考えてます。

　ただ、セッピィ号は非常に小さなバス

で、中に広告するようなスペースも少な

いかと思いますので、例えば、シールを

壁面に張ったりとか、あるいはそういっ

た広告に参加する業者がいるのかとか、

その辺は、検討して、広告料を公共施設

巡回バスの費用に一部でも充てていけた

ら非常にいいかなとは思っておりますが、

そのあたりは、阪急バスと協議してまい

りたいと考えております。

　それから、交通バリアフリー整備事業

の５００万円についてでございますが、

これは、幹線道路の一つの交差点を順次

計画的に整備しておりまして、おおよそ

５００万円の予算内でいけますので、今

後も、一つずつ、交差点の段差改良、バ

リアフリー構造令に即した段差改良に努

めてまいります。

　それと、点字ブロック等の視覚障害者

用ブロック、あるいは安全柵等、その辺

の改良にも努めてまいりたいと思ってお

ります。

　それと、特定・準特定道路においての

バリアフリー、準特定・特定道路につい

ても、同じように、この予算の中であわ

せて整備してまいりたいと考えておりま

す。

○藤浦雅彦委員長　山口部長。

○山口土木下水道部長　橋梁の、民間を

入れての点検などはできないかというご

質問があったと思います。
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　他県では、老朽化対策及び災害復旧、

そして、復興調査の支援事業といたしま

して、道路に関する資格を有する方を防

災エキスパートとして登録して、市町村

からの要請を受けて支援を行っている例

や、県のＯＢが橋梁点検の協力を行って

いる例があると伺っております。

　ただ、大阪府におきまして具体的な内

容はないんですけれども、今後、点検で

きるかどうか、検討していきたいなと思っ

ております。

○藤浦雅彦委員長　野原委員。

○野原修委員　緑化の植樹に関してです

けれども、一つの夢というんか、希望と

いうんか、例えば、今、ＵＲがやってる

緑道ありますわね、吹操跡地のあそこの

ところに１０メートル間隔なり、２０メー

トル間隔なりで、今はもう桜を植えてし

まいますけれども、その間に、植えかえ

るのは無理かわからへんけれども、そう

いうところをあけとってもらって、順次

やるという形。

　やっぱり多くの人の目につくような形

で、それで、子どもらが、そうやって、

そういうところで、これがあんたの生ま

れた年の桜がこのぐらいになったとかい

うような、そういうものができれば楽し

いやろなという一つの夢なんで、そうい

うことが、相手があることで、なかなか

難しいところで、思いだけではできない

かと思いますが、今まではどうしても子

どもが行きにくい場所にありますので、

そうじゃなくて、日ごろ、歩けるところ

で、目につく、そういうことが郷土愛に

もつながるんかなと思いますので、なか

なか難しいとは思いますが、そういうこ

とも考えてもらえたらというように思い

ます。

　それと、山口部長のほうから言われた

ような、他県でしかできてないという形

かもわかりませんが、摂津市では、先駆

けてそういう形のもので、市独自ででき

るかということも今後また検討して、進

めていただいて、団塊の世代では多く退

職して、生きがいを求めてやられてる方

もいてますので、何とか協力したいとい

う声も聞きますので、そういう技術を持

たれている方がいますので、だから、市

独自でそういう方を活用できるような形

で、どうしても職員の方も減っていって

ますし、技術の継承もそういうとこでま

た一から育てるいうのが難しかったら、

民間でノウハウある方を、そういう形で

やっていくという形も一つの方法かと思

いますので、考えていただきたいと思い

ます。

　それと、摂津市駅の駐輪場の件なんで

すけれども、やはりこれから今、境川の

ところも新しく駐輪場増設という形もお

聞きしています。そこは屋根つきじゃな

くて、野ざらしになるというような駐輪

場とも聞いております。

　やはり子育て中のお母さんらが優先し

て、今ある平面の駐輪場を使えるという、

子育て中の方が優先に使えるような形の、

そういう考え方、取り組みができないの

か。新しいとこできても、先に入れるも

のという形はわかるんですけれども、やっ

ぱりそういう、１番、子育てでそうやっ

て、お子さん２人乗せてということで、

そういう子育てに優しい市やという形の、

大きな摂津市のＰＲの材料になってます

ので、やはりそこは、子育て中のお母さ

ん方が優先的にそこを使えるという、摂

津市駅の平面駐輪場を使えるような形に

できないか。また、これは検討していた

だきたいと思います。

　それと、千里丘の自由通路の件であり

ますが、管理責任という形で、今、ＪＲ

西日本とそういう協議を行ってるという
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のはお聞きしております。

　今、山本参事の答弁で、今後、終電ま

では何とか、エレベーターも動かすよう

な形で考えていきたいというような答弁

もいただいた。

　そこで、やはり２４時間、自由通路と

いう形で置けば、先ほどあったように、

ガラスが割れてということになったら、

ガラスも防犯ガラスを入れたり、また、

防犯カメラを入れたり、管理という形、

夜中、終電が終わってから、何人の方が

そこを、南北寸断という形で、今はガー

ドもありますので、だから、ほんとに何

人通られるか、そういう形の費用対効果、

また、今後、摂津市が、それは無理とい

うのはずっと上がってくるし、ＪＲ西日

本との協議を、どういう協議を進めてい

かれるかという形の、そこにやはり市民

の税金をかけて、そこで、今後のことを

考えれば、ほんとに費用対効果という形

の議論をＪＲ西日本とどう進めていかれ

るんか、これは、吉田部長のお考えをお

聞きしておきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　吉田部長。

○吉田都市整備部長　費用対効果を考え

るとどうなんだという大きな課題になり

ますけれども、それより、今、我々は、

全庁的にと申しますか、土木下水道と都

市整備部が連携して、一緒にこの問題に

取り組んでいるというのが現実でござい

ます。

　ただ、ここからが交渉事になりますの

で、ＪＲ西日本では、市が使いたいんで

しょうという前提条件で交渉を進めます

と、我々は、向こうの柱にしてもはりに

しても、相当、ペインティングが劣化し

て、いつ落ちてきて、通行人の目に入る

のかというような危険な反面を持ってい

るというのは、もう現場に立ち会いして

わかっておりますので、我々は自由通路

の空間は利用しますよと、物はおたくの

財産でしょという交渉から入ってます。

　だから、もうその時点で合わないんで

す。借りたいんでしょうから、我々は、

管理者として、先、責任を負ってから、

その上で、我々は具体的な協議をしましょ

うよというのが、今の状況でとまらざる

を得んわけです。

　もしも、我々がもう一歩も二歩も何と

かしたいという話になりますと、それやっ

たら、これもしてください、あれもやっ

といてくださいと。先ほど、委員がおっ

しゃっていただいた、ガラス１枚とりま

しても、全て行政責任というのが、向こ

うの今の論法というか、立ち位置でござ

いますので、そのあたりを、我々も十分、

土木下水道部と連携して、受け入れられ

る話か、受け入れられない話なのか、そ

のあたり、十分しんしゃくした上で、ま

た、本委員会にご相談をする時期が来る

のかなと思いますけれども、現時点では、

我々は、向こうの立ち位置に合わないと

いうのが今の現状でございます。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　そうしましたら、午前

中から、款、項、目、節にわたって細部

の質問で答弁が返っておりますけれども、

私は、今、摂津市を取り巻く状況の中で

起こりつつある問題に、今度どう対処し

ていくんのかという立場で質問をします

ので、その辺を考慮してお答えを願いた

いと思います。

　最初に、安威川ダムの問題は、これは

平成２７年度予算では１９９万８，００

０円の負担金を出して、これから取り組

んでいくわけですけれども、現在の進捗

状況についてお知らせを願いたいと思い

ます。

　この安威川ダムの問題は、摂津市にとっ

ては、平成１１年の鳥飼野々三丁目の床
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上浸水の水害を契機にして、ダムをどう

するかということで、当時の森川市長と、

私は、当時、議長でしたけれども、一緒

に大阪府に行って、やっぱり今度のこの

水害は、何遍も今までも言ってますけれ

ども、茨木で降った雨が安威川を通って

神崎川に入った。また、能勢で降った雨

が猪名川を通って神崎川に入って、ちょ

うど大阪湾の満潮に重なって逆流してき

て、鳥飼野々三丁目で溢水をしたという

ことで、そこに、逆流防止用のゲートを

つけてもらいたいということを申し上げ

て、大阪府としては、つけるのはやぶさ

かではないけれども、ゲートをつけて、

上からどんどん水が来ますよと。その水

を、内水排除の問題が出てきますね、そ

れをどうするんですかということの話も

あって、それは安威川に放流するなり、

いろいろ考えたらいいん違いますかとい

うようなことを言って、大阪府のほうか

らは、まあ一遍検討しましょうというこ

とで答えをもらって帰ってきて、私は、

摂津市議会でもこの問題を取り上げて、

向こうは、そうしたら、安威川ダム建設

促進決議を上げてくださいという話があっ

て、なら上げましょうということで、そ

の場で約束をして帰ってまいりました。

　大阪府の担当者も、後日、ダム建設が

進み出したときに、やっぱりあの問題が

あって、ダム工事は弾みがつきましたと、

今どんどん進んできましたということで、

一回、現場を見てもらいたいということ

で、私は現場を見にいきました。

　そしたら、ちょうどダムの迂回路のト

ンネルの爆破工事があって、トンネルが

開通するというときでしたけれども、そ

の現場を見せていただいて、今こういう

ふうに進んでおりますからという答えを

もらって帰ってきまして、ダム建設が進

んでいくかなということで安心しました。

　我々、正雀の、とりわけ、阪急住宅の

自治会としては、いろいろ今まで何回も

浸水騒ぎが起こったり、安威川が危険水

域に達したりということで、やっぱり下

流側の市民の生命、財産を守るためには、

ダムがどうしても必要やということを、

前からそういうことを議論してましたの

で、ちょうど、そのときの府会議員の橋

本和夫さんも、治山治水は政治の要諦や

ということで、ダムはどうしても必要や

というようなこともおっしゃってました

し、私は、その橋本さんの弟子として、

やっぱりこの問題を、ぜひとも摂津市で

何とかせないかんという思いもありまし

たので、ようやく、そのダムの建設に弾

みがついていきました。

　今、工事が進んでますけれども、その

工事の進捗状況を一遍教えてもらいたい

と思います。

　昨年、安威川が溢水する危険が二度ほ

どありました。そのときに、三島あたり

を広報車が避難勧告的な放送をされて、

もう危険水域に達したので避難をしてく

ださいという放送もあったりして、市民

は非常に心配になって、安威川の堤防の

上へ上がって、川を見て、あ、これは危

ないなということで、避難をする人も若

干いらっしゃいましたけれども、みんな

はじっと家で辛抱して待ってました。

　そんな中で、今度また、安威川と並行

している神安の水路があふれそうになっ

て、安威川橋のたもとでプールみたいな

たまり場があるんですけれども、そこの

水が側溝を通って逆流してきました。大

変、周囲の方も心配されて、これは、当

時、部長にも来てもらいましたけれども、

やっぱりこれは神安に話せなあかんとい

うことで、今、この予算でも神安に対す

る負担金を出してますけれども、現実に、

その神安としてああいう事態が発生した
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ときに、どんな対応をしておったんかと

いうことを考えたときに、今のところ、

具体的に対応してもらってるという実感

が湧いておりません。

　安威川が危険水域に達したことについ

ても、茨木土木事務所はどういう対応を

考えておられるのかということもまだ見

てきません。

　私は、前から、安威川の川底が上がっ

てるんだから、泥をしゅんせつして、水

位を下げなあかんということを言ってま

すけれども、それもいまだにまだしても

らっておりません。

　そういう点では、そういう危険な状態

に達していることについて、摂津市とし

て、大阪府、茨木土木事務所なり、ある

いは神安なり、どういう対応をされてる

のか。その辺のことについて一遍お聞か

せ願いたいと思います。

　もう一つは道路交通問題。これは、万

博記念公園にガンバ大阪のスタジアムが

できる。あるいはまた、アウトレットが

来る、相当大きなアウトレットが来るみ

たいです。それに、なおかつ、また、海

遊館も来るんではないかというような話

もありますし、中央環状線沿いには立命

館大学が来ます。そうなってきますと、

あの万博記念公園周辺の道路がふくそう

化してきて、渋滞が今のところ予測され

るんですけれども、これからどうするん

かということをやっぱり考えておかない

と、起こってしまってからやったんでは、

これ泥縄になってしまいますし、今から

その対策をやっぱり私は考えていっとか

なならんと思います。

　この摂津市にとっても、この十三高槻

線にも、その車が流入しているというこ

とも大いに予測されますし、そういう対

応をどうするんかということも、やっぱ

り摂津市としても考えとかないかんと思

います。そういう点では、その辺のこと

について、ひとつお聞かせを願いたいと

思います。今、大体申し上げたんですけ

れども、道路問題で言いますと、この間

も、ある企業の方と話をしたんですけれ

ども、今度、ダイキン工業が研究所を一

津屋のところへ集約されます。そしたら、

そこに人が出入りするということになっ

てきますと、やっぱり大阪高槻線が相当

ふくそうしてくる可能性があります。今

でも、別府交差点から一津屋交差点あた

りは慢性的な渋滞を起こしておりますし、

そういう点では、やっぱりその対策をし

ておかないと、これから、やっぱりいろ

いろな交通問題が発生してくると思いま

す。

　そういう点では、交通の、例えば、バ

スとかタクシーとか電車とか、そういう

労働組合が結集をして、国民の交通を確

立する運動ということからスタートして、

今は、府民の交通環境を良くする行動実

行委員会ということで、もう２０年ぐら

い、摂津市に対して、北摂あるいは豊能

地域の各自治体に対して要請行動をして、

いろいろ要求をして、それに対する回答

の集約を毎年されておられます。

　その中で、いろいろな交通問題が解消

されてきたことはたくさんあります。例

えば、近畿自動車道と中央環状線の合流

点の交通問題とか、いろいろな問題で、

その運動を通して実現した問題がたくさ

んあるんですけれども、やっぱりそうい

うことを考えたときに、今申し上げまし

た、大阪高槻線あるいは十三高槻線、こ

れは、吹田市域はまだ完成しておりませ

んけれども、摂津市域はもうこの４月で

完成をします。そういう点では、ある程

度、交通問題は解消しつつあるんですけ

れども、これとて、十三高槻線も、吹田

市域がまだできておりません。用地買収
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は大変おくれてますし、そういう点では、

高架でまたぐということがまだ前へ進ん

でおりません。だから、そういう点では、

吹田市域の問題もどうするんかというこ

と、これは吹田市の問題ですけれども、

そういう点では、十三高槻線とて、交通

問題を解消する大きな手だてになるとい

うことには、私は、今のところなってい

ないと思います。

　そういう点では、そういう問題も、今

後、どう解決していくのかということも

大変大事ですし、そういう点では、今の

大阪高槻線が、以前は、地下鉄の延伸問

題がありましたけれども、これはもう中

止になりました、廃止になりました。

　しかし、私は、この間もその話をした

んですけれども、やはりこの際、あそこ

に地下鉄をもう一回やっぱり延伸させる

努力をせなあかんでと。

　そうなってくると、例えば、大阪市と

合併をして、一緒になれば、そこに地下

鉄が入ってくるでというような話もあり

ましたし、そういう点では、あの地下鉄

延伸問題、この間、議会でも議論されて

ますけれども、やっぱり私は、これから

の鳥飼地域の発展を考えたときに、南千

里丘の開発で、若干人口はふえましたけ

れども、それとて、もう単発的な問題で

すから、今後、少子高齢化がますます進

んでいきます。

　そうしたときに、鳥飼地域の発展をさ

せて、そこに人に来てもらって、張りつ

けていくことによって、人口の減少をと

めていくということにもつながっていき

ますし、そういう点では、そういう問題

についても、摂津市としても今から取り

組んでおく必要があるんではないかと思

うんですけれども、その辺のことについ

て、一遍お考えをお聞かせ願いたいと思

います。

　それから、市内循環バス、これは、公

共施設巡回バスも含めて、交通問題とい

うのは、やっぱり市民の足を確保すると

いうことは行政の大きな責任です。その

交通問題について、採算性、効率性だけ

を考えたら私はだめだと思います。やっ

ぱり市民の足を確保するというのは行政

の責任やねんから、やっぱりそれは、採

算性は、ある程度度外視してでもやらな

あかん場合もありますし、そういう点で

は、今後の取り組みについて、その辺の

ことを、どう乗客をふやしていくかとい

うことを考えたときに、今申し上げたよ

うに、鳥飼地域の人口増を図っていくた

めにも、そういう地下鉄等と連携をしな

がら、公共施設巡回バスも回していくと

いうことにしていったらいいのではない

かと思うんですけれども、その辺の考え

についてお聞かせを願いたいと思います。

　苗圃の問題は、これは、摂津市の緑化

問題の大きなキーポイントを握ってるの

はやっぱり苗圃です。やっぱりその苗圃

が市のいろいろな緑化の事業について、

この事業については、今から種をまいて

準備をせないかんということを計画的に

考えながら苗圃をやってくれてます。

　これは、経験者がいらっしゃるからで

きてるんであって、今、現場で技術の継

承はできてますかということを聞いたと

きに、できてませんと。そんなことで、

その人がおらんようになってしまったら、

もうとまってしまうということになって

いったら大変やから、やっぱりそういう

技術者の養成をこれからどうしていくん

かということも大事だと思うんですけれ

ども、その辺の考え方についてもお答え

を願いたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　それでは、答弁をお

願いします。

　樫本課長。
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○樫本下水道事業課長　木村委員の１回

目のご質問の、下水道事業課に係る分に

つきましてご回答させていただきます。

　まず、安威川ダムの進捗状況について

ということなんですけれども、安威川ダ

ムにつきましては、昨年の３月に本体工

事の契約を済まされております。

　工期は平成３２年７月９日までという

形になっております。

　昨年は、７月に本来工事に着手され、

１１月には茨木市の地元のほうで本体工

事の起工式が挙行されるなど、着々と順

調に進んでいるようなということは伺っ

ております。現在は基礎掘削を開始して

いるというような状況の報告を聞いてお

ります。

　次に、神安水路及び安威川のしゅんせ

つの件についてのご質問にお答えさせて

いただきます。

　神安水路、正雀の安威川橋付近のとこ

ろの神安水路のところで、水路の水があ

ふれて、付近の住民の皆様に大変ご迷惑

をかけたことがありました。

　その後ですけれども、私どものほうか

ら神安を呼びまして、原因を聞いた次第

であります。やはり上流側からの雨が降っ

た分で非常に水量が多くなったというよ

うなことで、そういうことで、当該地で

水がはき切れなくなって、あのような状

態になったようなことというように伺っ

ております。

　対策はどうするのかということは聞い

ているんですけれども、その中では、や

はり上流側のゲートなどの操作をしなが

ら、水をできるだけ集中して、水をそこ

に流さないようにしますということは聞

いております。また、大雨が降ったとき

には、必ずそこに巡視に行きますという

ことも伺っております。

　また、私どもにつきましても、やはり

そういう事例がございましたものですの

で、大雨が降った際に、パトロールをす

る中では、現場を見にいくようにしてい

きたいと考えております。

　次、安威川のしゅんせつに関してです

けれども、かねてより、委員のご要望も

ございます。安威川のしゅんせつにつき

まして、特に、正雀地区の南側につきま

してはしゅんせつするようにと、事ある

ごとに大阪府の茨木土木事務所のほうに

も要望をかけております。

　これにつきまして、私ども、何度でも

こういった要望をかけて、しゅんせつし

ていただくようにお願いをしているとこ

ろでございます。

○藤浦雅彦委員長　竹下課長代理。

○竹下公園みどり課長代理　今、委員の、

今後の苗圃の問題と、それから、計画的

な技術の継承というところのご質問に対

して答弁させていただきます。

　先ほどもご答弁させてもらったように、

平成２６年３月に改定しましたみどりの

基本計画では、この鶴野苗圃を拠点とし

まして、地域の都市公園に苗圃を展開し

ていくということを重点施策に置いてお

ります。

　現状のこの施策の実施状況なんですが、

別府公園で、今、苗圃の展開を図るため

に、近隣の自治会の方々に参加いただい

ていると。

　昨年におきましては、園芸教室、まず、

花壇活動をやってもらうがためにも、ま

ず人材育成であると。技術を磨いてもら

わなければならないというふうに思って

おりまして、昨年、５回、園芸教室やっ

てます。これは全て、今来ていただいて

いる嘱託の専門員が中心となってやって

いただいております。

　皆さんからも、花壇の管理、あるいは

花の苗の育て方を覚えていきたいという
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ような意思も頂戴しております。これは

全て専門員のおかげであるというふうに

考えております。

　今後なんですけれども、できましたら、

この専門員、引き続いて来ていただきた

いというふうに考えておりますが、やは

り年齢等々もございますので、きちっと

した形で交代できるように進めてまいり

たいなというふうに考えております。

○藤浦雅彦委員長　永田課長。

○永田道路交通課長　それでは、木村委

員のバス交通に関しての質問に対してお

答えさせていただきます。

　バスの今後の取り組みであったかと思

うんですけれども、まず、行政が、市民

の足である公共交通を確保していくとい

うのが行政の課題だというのは十分認識

しております。今後、高齢化も控えてい

る中で、どんどん需要が増していくとい

うのも認識はしております。

　そのため、今回、道路整備にあわせて、

市内循環バス、財政的に増額が出てきま

すけれども、市民の利便性を考えて延伸

し、また、朝夕の時間も延長しまして、

通勤・通学にも使っていただけるような

循環バスのルートにかえさせていただき

ます。

　これによって、利用者が増えて収益が

上がって、赤字が解消できて、改善に取

り組める、収益が上がっていけばなおさ

らいいと感じております。

　公共施設巡回バスにつきましては、平

成１８年から運行しているセッピィ号の

分が、路線バスの採算性を邪魔しないよ

うな時間帯での運行でルートをつくった

ことで、現在、交通の不便地というのは

市内にはほとんどないような状況になっ

てます。

　これによって、市民の足は一定確保で

きておるのかなとは考えておるんですが、

ただ、やっぱり便数の問題、制約される

時間のかげんもありますので、このあた

りをいかに利便性が上げられるような運

行スケジュールが組めるか、今後も考え

てまいりたいと思っております。

　それから、万博跡地のガンバスタジア

ム、アウトレット、海遊館、あるいは大

阪府中央環状線沿いの立命館、これらの

施設が連立する中で、渋滞に対しての考

えということでございますが、なかなか

話が大きくて、考えるのは難しいんです

けれども、現在、吹田市のほうでは、公

共交通の協議会が設置されて、それに対

しての検討・研究がされているというの

はお聞きしています。

　その中の結果の中では、建設後の渋滞

というのは発生しないというような結果

が出てるというのはお聞きしてますが、

現実は発生するかなとは思ってます。

　隣接する道路というのは、やはり大阪

府道がまず隣接しますので、大阪府のほ

うは、開発する事業者のほうが、渋滞が

発生しないような交通案内看板ですね、

その辺の設置をさせるような指導はして

いるというふうなことを聞いております。

　それと、ダイキン工業の研修所と大阪

高槻線の渋滞についてのお話であったか

と思います。

　まず、道路交通課が所管する中では、

市内循環バスがダイキン工業のほうにも

循環しますので、市内循環バスを利用し

て、道路の渋滞緩和につなげていただく

ような、そういった申し入れといいます

か、ＰＲですね、そういうのをさせてい

ただきたいと考えております。

○藤浦雅彦委員長　吉田部長。

○吉田都市整備部長　地下鉄延伸につい

ては、所管につきましては、現在、政策

推進課が窓口としてやらせていただいて

いるのが現実でございます。
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　ただ、我々も、鉄道に関することとい

うことでは、我々の所管の中にも入って

きておりますので、情報としてはいただ

いているということを踏まえましてご答

弁をさせていただきたいなと思います。

　この地下鉄問題につきましては、中央

の交運審のほうで、最初は、検討された

んですが、その後の交運審が開かれたと

きは、もうこれは無理だと。整備として

はしないという方向で頓挫したというの

が現実だと思います。この前も、そうい

う形で本会議で答弁があったと思うんで

すが、ただ、ご指摘のとおり、やはり交

通の利便性という観点から考えますと、

延伸というのはありですし、また、先へ

抜けましたら、当然、十三高槻線の下を

くぐってでも行けるというのが現実だと

思います。

　ただ、本会議でも答弁があったように、

相当の費用が、所管する市町村に請求書

が回るやろなと思います。

　もう一つ言いますと、我々、連立やっ

てますけれども、地下でいきますと、お

おむね、連立の３倍は費用がかかります。

ということは、キロ当たり１００億円と

計算しましても、キロ当たり３００億円

は超えるというのが地下鉄の状況である

というふうに認識はいたしております。

　ただ、先ほど、委員からもご指摘があっ

た地域の活性化という面におきましては、

やはりその利便性の向上というのはまち

づくりの不可欠の要素であるというのは

十分認識しているのが現状であります。

○藤浦雅彦委員長　木村委員。

○木村勝彦委員　先ほども申し上げたよ

うに、事が起こってから泥縄式でやると

いうことは一番まずいやり方やと思いま

すし、今そういうふうに現実に計画をさ

れて、その計画が着々と進んでおる段階

で、例えば、交通問題一つにしても、ガ

ンバのスタジアムあるいは海遊館、その

３万人、４万人の人が出入りをする。そ

の車の数や、相当な数になると思うんで

す。それが中央環状線に出てくる。中央

環状線に出てきて、やっぱり西のほうへ

行くと一津屋のところにも来る可能性が

非常に大きいです。今でも一津屋交差点

は渋滞してます。そこへ、そういう立命

館大学とか万博のそういう大きな事業が

実現をしますと、相当な車が入ってくる

と思います。

　今の一津屋の交通問題はますます、解

消するどころか、複雑多岐になってくる

と思います。

　先ほど申し上げた、府民の交通環境を

良くする行動実行委員会の中でも、常に

問題になるのが一津屋交差点の問題です。

　それを解消するどころか、ますますふ

くそう化することについて、やっぱりそ

の備えをしておかないと、これは摂津市

だけではできませんから、だから、大阪

府なりと連携をとりながら、どう解決し

ていくかということを今から真剣に考え

てもらわんと、これはやっぱり禍根を残

すと思います。

　そういう点では、やっぱりさっきの地

下鉄の問題一つにしても、地下で費用が

かかるとか、いろいろな話もありますけ

れども、そしたら、高架はどうやねんと。

以前にも、モノレールが高槻まで延伸を

するという計画もあったということも、

これ挫折をしておりますけれども、そし

たら、地下鉄が高くつくんやったら、モ

ノレールやったらどうやねんということ

もやっぱり検討していかなあかんと思い

ますし、そういう点では、何らかの形で

交通問題を解消する努力を、沿線の自治

体が本当に真剣に考えておかないと、こ

れは、これからの少子高齢化の問題、ま

ちづくりの問題について禍根を残すこと
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になってくると思いますので、その辺は、

これ、答弁せえ言うても難しいかな。

　やっぱり考えてもらわないかんなとい

うことを提起しておきます。

　これ、必ずその問題出てくんねやから、

交通問題が。そういう点では、この十三

高槻線も、まだ全線開発してへんけれど

も、大型店舗が来るという計画も、もう

既に新聞でも発表されてるし、ふくそう

化してきて、その十三高槻線のふくそう

が中央環状線にも影響してくんねやから、

その辺のことを、やっぱり将来を見越し

てどうするかということを、沿線自治体

と一緒になって考えていってもらわない

と、今のところその辺が見えてこないの

で、その辺の各自治体との協議をどうす

るんかということも今から考えていって

もらいたいと思います。

　ダムの問題と並行して、茨木市域で今

起こっている問題は、第二名神のインター

ができますね、茨木市に。ちょうど、山

間部のところに大きな工事が始まってま

す。

　そこに、今度、インターができると、

車の出入りが起こってきますわね。それ

がまた、そのインターから大阪高槻京都

線にも入ってきますし、それが、京都の

ほうに行ってくれたらいいけれども、大

阪のほうにも来る車があるから、その問

題は、やっぱりこれからも念頭に置いて

おかないと、なお一層、交通がふくそう

してくると思いますので、その辺のこと

についても、もしお考えがあるんやった

ら、一緒に答弁してもらったらええと思

います。

　苗圃の問題は、やっぱり先ほど申し上

げたように、後継者の養成が非常にでき

てないと思います。

　現場の人に聞いてみても、技術の継承

できてますか言うたら、できてませんと

いうことで。でけへんのは何やねんと、

職員のやる気の問題。技術を継承しよう

と思っても、それを消化できてない部分

があるように私は聞きました。

　そやからいうて、技術の継承ほっとか

れへんから、とりあえずは、ほなどうす

んねんと。今の専門員がやってはること

について、後継者をきっちり育ててもら

うまではおってもらうということのお願

いをせんと、やっぱりそういう点では、

やはり後継者のバトンタッチをきっちり

してもらった上でやめてもらわないと、

今やめてもらったときには、大変、後継

者の不足やない、おらへんということで、

今の緑化推進の事業が停滞をしてしまう

ということにつながっていきますので、

緑のまちづくりをやろうとしている摂津

市にとっては、それは、ぜひともやって

いかないかん問題やと思いますので、そ

の辺のことについても、やっぱりきっち

りと技術の継承をしてもらえるように、

体制をしっかりと組んでもらうというこ

とをお願いしておきたいと思います。

○藤浦雅彦委員長　吉田部長。

○吉田都市整備部長　非常に難しいお話

で、規模はもうむちゃくちゃでかい話な

んですが、ただ、ご了解というか、これ

だけはご理解いただきたいのは、先ほど

言いましたように、三井だと思いますけ

れども、万博に非常に大店を実施させる

と。この大店の場合は、大店法という、

大規模小売店舗立地法というのがありま

して、大店法でいきますと、交通問題、

環境問題というようないろいろなテーマ

チェックポイントがあります。ところが、

この法律に問題がありますので、法が改

正されまして、実は、地元商工会と協議

をせなあかんというのが影響すると思い

ます。というのが、もともとの法律があっ

たんです。それが、法律が改正されて、
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例えば、吹田市やったら、３５万人の人

口がある。それより小さい市とは協議し

なくてもええという話なんです。

　だから、遠いところの高槻市とか、あ

あいう、自分のところより大きい、イコー

ルか大きいところの市町村とは協議する

というのが、商工会議所と協議するとい

うような制度にかえられまして、摂津市

の商工会でも情報が入ってないんです。

　だから、先ほど、土木下水道部のほう

も、非常に困っているのは、外からとっ

てこないとこの情報がわからないという

のが現実の話で、ところが、現実の話は

そうなんですが、さらに影響を受けるの

が摂津市です。ということは、やはりそ

ういう連携を、情報をもっと密に集めた

上で、市として問題提起をどういう形で

発信していくのかいうのが、これが大き

な、茨木市でも一緒でございます。だか

ら、あれも、商工会は相談なかったと思

います。

　そういう状況の中での、担当所管とし

ての情報収集というのが、一つ大きな問

題かなというふうに思ってます。

　もう１点、名神でございます。第二名

神につきましては、市内へ向かう場合は、

大阪市内へ向かう場合は、阪神高速と結

節いたしますので、だから、その分は、

ある程度緩和されるとは思います。ただ、

第二名神なり、名神を使って、おりて、

そういう大規模店舗がもう完全に寄りつ

いてまいりますので、これに関しても、

やはり大きな課題としては残ります。

　ただ、申しわけございませんが、摂津

市だけの、市道を相手にしている摂津市

だけじゃなしに、やはりこれは、大阪府

と、ともすれば、国道絡みも出てまいり

ますので、やはりそのあたりを、府を通

して、ある程度、そういう情報収集も含

めて問題提起していくというのが、これ

から大きなご指摘の内容かなというふう

には思ってます。

○藤浦雅彦委員長　暫時休憩します。

（午後４時３６分　休憩）

（午後４時３７分　再開）

○藤浦雅彦委員長　再開します。

　本日の委員会は、この程度にとどめ、

散会します。

（午後４時３８分　散会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　建設常任委員長藤 浦 雅 彦

　建設常任委員　野 原 　 修
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